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No    機  関  名 職名 氏名 代理出席者
当日
出欠席

1 入間市 市長 杉島　理一郎 〇

2 1号委員 所沢労働基準監督署 署長　 大野　武見 ×

3 2号委員 埼玉県西部地域振興センター 所長 和田　公雄 ×

4 2号委員 飯能県土整備事務所 所長 吉岡　一成 新井　浩 代理

5 2号委員 狭山保健所　 所長 山川　英夫 〇

6 3号委員 狭山警察署 署長 真野　益夫 古賀　淳司 代理

7 4号委員 入間市 副市長 濱川　敦 ×

8 4号委員 入間市 企画部長　　　　　　 岩田正博 〇

9 4号委員 入間市 総務部長 浅見　泰志 〇

10 4号委員 入間市 市民生活部長 関谷　佳代子 〇

11 4号委員 入間市 環境経済部長 原嶋　裕子 〇

12 4号委員 入間市 都市整備部長 平沼　宏之 〇

13 4号委員 入間市 福祉部長 市川　一博 〇

14 4号委員 入間市 こども支援部長 齋藤　忠士 〇

15 4号委員 入間市 健康推進部長 岸　道博 〇

16 4号委員 入間市 危機管理監 栗原　庸之 〇

17 4号委員 入間市 上下水道部長 谷田部　昭人 〇

18 4号委員 入間市 議会事務局長 晝間　忠利 〇

19 4号委員 入間市 教育部長 浅見　嘉之 〇

20 4号委員 入間市 総務部参事兼人事課長 須田　美菜子 〇

21 4号委員 入間市 上下水道部次長 忽滑谷　敦子 ×

22 5号委員 入間市 教育長 中田　一平 〇

23 6号委員 埼玉西部消防組合入間消防署 署長　　　　　　 粕谷　実 〇

24 6号委員 入間市消防団 消防団長 西澤　宏志 〇

25 7号委員 西武鉄道株式会社 飯能駅管区長 大橋　正 塩田　恒一 代理

26 7号委員 東京電力パワーグリッド株式会社川越支社 支社長 福元　直行 高橋　省三郎 代理

27 7号委員 株式会社NTT東日本－関信越　埼玉西支店　　　　　 支店長 丸山　猛 高橋　靖男 代理

28 7号委員 入間地区医師会 防災担当理事 野中　晴彦 〇

29 7号委員
日本郵便株式会社狭山郵便
局

郵便局長 川音　保久 高柳　英樹 代理

30 8号委員 入間市連合区長会 会長 矢﨑　勝好 〇

31 8号委員 株式会社エフエム茶笛 専務取締役 東　たか子 〇

32 8号委員 入間ケーブルテレビ株式会社 小太刀 亨 〇

33 8号委員 NPO法人地下からのサイン測ろうかい 佃　為成 〇

34 8号委員
入間市男女共同参画審議
会

山川　さおり 〇

35 8号委員 入間市高齢者福祉審議会 委員 髙山　京子 〇

36 8号委員 入間市障害者福祉審議会 委員 橋本　敏子 〇

37
アドバイ
ザー

航空自衛隊中部航空方面
隊司令部

防衛部災害派遣担当 藤村　貞行 〇

　　　　入間市防災会議委員名簿
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令和４年度 

第２回入間市防災会議 

日時 : 令和 4年 12月 19日（月）午後１時３０分～ 

会場 : 市役所５０１会議室 

次   第 

 

１ 会長あいさつ 

 

２ 議題  

  地域防災計画の改訂について                    資料１ 

 

３ 報告事項 

  令和４年度第４４回入間市防災訓練の実施結果について    資料２       

 

４ その他 

  第３回入間市防災会議 

  令和５年３月１７日（金） 午後１時３０分～ 市役所５０１会議室 
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地域防災計画の改訂について            

 

令和５年度から運用開始する市の地区センター化と市の動員体制の変更、埼玉県地域

防災計画の修正、国の防災基本計画の修正等を考慮した修正や追記を行いました。 

 

１．改訂内容 
⑴ 地区センター化に伴う修正 
…第２編（災害予防計画編）、第３編（災害応急対策編） 

支所、出張所、公民館 → 地区センター・分館 

⑵ 動員体制の変更に伴う修正 …第３編（災害応急対策編） 

地区防災員の廃止、避難所対応員の対応部局の追加 

⑶ 県の地域防災計画修正（令和４年３月）の反映 
…第１編（総則）、第２編（災害予防計画編）、第３編（災害応急対策編）、 

第４編（災害復旧・復興編） 

    県の施策や県に準拠して記載している部分の反映 

 ⑷ 国の防災基本計画修正（令和４年６月）の反映 
   …第２編（災害予防計画編）、第３編（災害応急対策編） 

避難所における⾷物アレルギーへの配慮、安否不明者の⽒名等公表による救助 

活動の効率化・円滑化 

 ⑸ 気象庁のキキクルの表示変更（令和４年６月）による修正 

…第３編（災害応急対策編） 

    キキクル「黒」の新設と「うす紫」「濃い紫」の統合による修正 

⑹ 県の災害時における安否不明者等の氏名等に関する公表方針の報道発表 
（令和４年１０月）による追記 …第３編（災害応急対策編） 

   同方針に基づき公表 

 

資料１ 
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⑺ 入間市のパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に基づく追記  

  …第３編（災害応急対策編） 

   安否照会時に、同居の家族と同様に照会可能 

⑻ その他軽微な修正 …全編 

   誤記修正、市の配備体制に関する追記等 

  

 

２．今後のスケジュール 
   12/21（水）～1/19（木） パブリックコメントの実施 

   3/19（金）        第３回防災会議 

   4/1～          地域防災計画の改訂に伴う運用開始 

 

 

３．意見書の提出について 
  令和５年１月１９日（木）までに危機管理課へ 

   ※ ご意見がない場合の提出は不要です。 
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Ⅰ 令和４年度入間市防災訓練の実施結果について 

 

１ 実 施 日  令和４年１１月１３日（日）８時１５分に発災 

２ 訓練時間  ８時１５分から１２時３０分頃 ※各地区によって異なります 

３ 訓練内容  災害対策本部 市役所１箇所 

         現場本部   支所等７箇所 

         避難所訓練  指定避難所４８会場 

４ 訓練参加者数 下表のとおり 

 
 

令和元年度 令和４年度 

訓練分類 訓練参加団体 訓練者総数 訓練参加団体 訓練者総数 

本部訓練関係 40団体 1,834人 10団体 343人 

現場本部関係 6本部 70人 7本部 56人 

自主防災会連絡会 6団体 120人 6団体 117人 

地区自主防災会 120団体 15,316人 117団体 18,856人 

避難所関係   0人 9団体 1,474人 

来賓   12人   0人 

計 172団体 17,352人 148団体 20,846人 

 

資料２ 



入間市地域防災計画 新旧対照表（令和４年度） 
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【第１編 総則】 

ページ 

(改訂案）
改訂案 現行 備考 

 

総-11 

 

第２章 防災関係機関等の役割 

第２節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

第４ 一部事務組合、公共的団体その他防災上重要な施設の管理者 

２ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者等 

（略） 

※参考『要配慮者及び避難行動要支援者の定義』 

○要配慮者 

高齢者、障害者、難病患者、妊産婦、乳幼児、傷病者、日本語

が不自由な外国人といった災害時に自力で避難することが困難な

者。また、災害時の避難所生活等に当たり、大きな支障があり、

特段の手助けが必要な者 

 

 

第２章 防災関係機関等の役割 

第２節 防災関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

第４ 一部事務組合、公共的団体その他防災上重要な施設の管理者 

２ 公共的団体及び防災上重要な施設の管理者等 

（略） 

※参考『要配慮者及び避難行動要支援者の定義』 

○要配慮者 

高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児、傷病者、日本語が不自由な

外国人といった災害時に自力で避難することが困難な者。また、

災害時の避難所生活等に当たり、大きな支障があり、特段の手助

けが必要な者 

 

県計画の反映 

 

総-24 

 

 

第３章 災害の想定・基本方針 

第２節 基本方針 

第９ 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定 

（略） 

市は、「入間市業務継続計画（ＢＣＰ）」を推進し、大規模災害によ

って市役所機能が低下する場合であっても、限られた人員、資機材等

の資源を重点的に投入して、業務の継続と早期復旧を図るよう、次の

点に留意して計画を推進する。 

 

 

第３章 災害の想定・基本方針 

第２節 基本方針 

第９ 業務継続計画（ＢＣＰ）の策定 

（略） 

市は、「入間市業務継続計画（ＢＣＰ）」【地震編】（平成 25年３月作

成）を推進し、大規模地震によって市役所機能が低下する場合であっ

ても、限られた人員、資機材等の資源を重点的に投入して、業務の継

続と早期復旧を図るよう、次の点に留意して計画を推進する。 

 

 

軽微な修正 
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【第２編 災害予防計画編】 

ページ 

(改訂案）
改訂案 現行 備考 

 

予-4 

 

第１章 被害軽減対策の推進 

第２節 地盤災害の予防 

第１ 危険箇所の予防対策 

    （略） 

資料編『資料２－１ 砂防指定地一覧』参照 

 

 

第１章 被害軽減対策の推進 

第２節 地盤災害の予防 

第１ 危険箇所の予防対策 

    （略） 

資料編『資料２－１ 土砂災害危険箇所等一覧』参照 

 

誤記修正 

 

予-9 

 

 

第４節 避難対策 

第１ 避難施設の確保【危機管理課】 

１ 指定緊急避難場所 

（略） 

市は、災害対策基本法施行令に定める指定緊急避難場所の基準

に従い、災害の種類（大規模な火事、地震、洪水、土砂災害）ご

とにその危険の及ばない施設を小・中学校、都市公園、地区セン

ター・分館等から選定する。 

 

 

第４節 避難対策 

第１ 避難施設の確保【危機管理課】 

１ 指定緊急避難場所 

    （略） 

市は、災害対策基本法施行令に定める指定緊急避難場所の基準

に従い、災害の種類（大規模な火事、地震、洪水、土砂災害）ご

とにその危険の及ばない施設を小・中学校、都市公園、公民館等

から選定する。 

 

 

地区センター化 

 

予-10 

 

 

２ 指定避難所 

(1) 指定避難所の指定 

（略） 

市は、災害対策基本法施行令に定める指定避難所の基準に従

い、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、新型コロナ

ウイルス感染症を含む感染症対策等を踏まえ、地区センター・

分館、体育館等の収容施設のある学校等の公共的施設等を対象

に、その管理者の同意を得た上で、避難者が避難生活を送るた

めに必要十分な指定避難所をあらかじめ指定し、平常時から、

指定避難所の場所、収容人数等について、市民への周知徹底を

図るものとする。 

    （略） 

 

〔指定避難所の指定基準〕 

 

２ 指定避難所 

(1) 指定避難所の指定 

（略） 

市は、災害対策基本法施行令に定める指定避難所の基準に従

い、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、新型コロナ

ウイルス感染症を含む感染症対策等を踏まえ、公民館、体育館

等の収容施設のある学校等の公共的施設等を対象に、その管理

者の同意を得た上で、避難者が避難生活を送るために必要十分

な指定避難所をあらかじめ指定し、平常時から、指定避難所の

場所、収容人数等について、市民への周知徹底を図るものとす

る。 

（略） 

 

〔指定避難所の指定基準〕 

 

地区センター化 
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（略） 

・原則として、耐震性・耐火構造の公共建物等（学校、地区

センター・分館等）を指定すること。 

  （略） 

  

（略） 

・原則として、耐震性・耐火構造の公共建物等（学校、公民

館等）を指定すること。 

  （略） 
 

 

予-

11,12 

 

 

第４節 避難対策 

３ 福祉避難所 

市は、指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困

難な障害者、医療的ケアを必要とする者等の要配慮者のため、必

要に応じて、福祉避難所として指定避難所を指定するよう努める

ものとする。特に、医療的ケアを必要とする者に対しては、人工

呼吸器や吸引器等の医療機器の電源の確保等の必要な配慮をする

よう努めるものとする。 

 

 

第４節 避難対策 

３ 福祉避難所 

市は、指定避難所内の一般避難スペースでは生活することが困

難な障害者等の要配慮者のため、必要に応じて、福祉避難所とし

て指定避難所を指定するよう努めるものとする。 

 

 

防災基本計画の

修正 

 

予-18 

 

第６節 防災活動施設の整備 

第１ 防災拠点のネットワーク化【各部】 

３ 地区センター 

地区センターを各地区の応急復旧対策の拠点となる地域防災拠

点と位置づけ、地区内の指定緊急避難場所（指定避難所）を総括

するようにする。 

 

 

第６節 防災活動施設の整備 

第１ 防災拠点のネットワーク化【各部】 

３ 支所 

支所を各地区の応急復旧対策の拠点となる地域防災拠点と位置

づけ、地区内の指定緊急避難場所（指定避難所）を総括するよう

にする。 

 

 

地区センター化 

 

予-19 

 

第２ 防災拠点施設の整備【各部】 

３ 電源、非常用通信手段等の確保 

市は、市役所を始めとする主な防災拠点において、ライフライ

ンの長期途絶や石油系燃料の補給が不可能な事態に備え、商用電

源以外の電源確保や非常用発電設備の燃料の多重化を進め、十分

な期間（最低３日間）の発電が可能となるよう体制を整備する。

併せて、再生可能エネルギーや蓄電池、電気自動車（ＥＶ）、コー

ジェネレーションシステム等の導入により、災害に強く環境負荷

の小さい自立・分散型のエネルギー供給体制の構築に努める。ま

た、物資の供給が相当困難な場合を想定した食料、飲料水、燃料

等の適切な備蓄・調達・輸送体制の整備や通信途絶時に備えた衛

星通信等の非常用通信手段の確保を図るものとする。 

 

第２ 防災拠点施設の整備【各部】 

３ 電源、非常用通信手段等の確保 

市は、市役所を始めとする主な防災拠点において、ライフライ

ンの長期途絶や石油系燃料の補給が不可能な事態に備え、商用電

源以外の電源確保や非常用発電設備の燃料の多重化を進め、十分

な期間（最低３日間）の発電が可能となるよう体制を整備する。

併せて、再生可能エネルギーや蓄電池等の導入により、災害に強

く環境負荷の小さい自立・分散型のエネルギー供給体制の構築に

努める。また、物資の供給が相当困難な場合を想定した食料、飲

料水、燃料等の適切な備蓄・調達・輸送体制の整備や通信途絶時

に備えた衛星通信等の非常用通信手段の確保を図るものとする。 

 

県計画の反映 
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予-25 

 

第９節 土砂災害警戒避難体制の確立 

第１ 現況 

    （略） 

資料編『資料２－１ 砂防指定地一覧』   

『資料２－２ 土砂災害警戒区域一覧』 参照 

 

 

第９節 土砂災害警戒避難体制の確立 

第１ 現況 

    （略） 

資料編『資料２－１ 土砂災害危険箇所等一覧』   

『資料２－２ 土砂災害警戒区域一覧』 参照 

 

誤記修正 

 

予-36 

 

第２章 災害に強い防災体制の整備 

第１節 防災体制の整備 

第４ 応援受入体制の整備【各部】 

１ 想定される応援（例示） 

(5) その他国が関与して全国的に行われる人的応援…国土交通省

の緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）、総務省の災害時

テレコム支援チーム（ＭＩＣ－ＴＥＡＭ）、災害派遣医療チーム

（ＤＭＡＴ）、災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）、保健師等支援

チーム、災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）、災害時健康危機

管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）、警察庁の災害対応指揮支援チー

ム（Ｄ－ＳＵＴ）、被災建築物応急危険度判定、下水道、水道、

廃棄物処理等 

 

 

第２章 災害に強い防災体制の整備 

第１節 防災体制の整備 

第４ 応援受入体制の整備【各部】 

１ 想定される応援（例示） 

(5) その他国が関与して全国的行われる人的応援…国土交通省の

緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）、総務省の災害時テ

レコム支援チーム（ＭＩＣ－ＴＥＡＭ）、災害派遣医療チーム（Ｄ

ＭＡＴ）、保健師等支援チーム、災害派遣精神医療チーム（ＤＰ

ＡＴ）、災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）、被災建

築物応急危険度判定、下水道、水道、廃棄物処置等 

 

 

県計画の反映 

 

予-43 

 

第４節 物資及び資機材等の備蓄 

第１ 食料、生活必需品、飲料水、応急給水資機材の備蓄及び調達体

制の整備【総務部・危機管理課・上下水道部】 

１ 食料の備蓄並びに調達体制の整備 

(1) 食料の備蓄 

イ 備蓄場所 

市は、防災センター及び各現場本部（地区センター）、健康

福祉センター、避難所に指定されている施設等を備蓄場所と

して整備する。 

 

 

第４節 物資及び資機材等の備蓄 

第１ 食料、生活必需品、飲料水、応急給水資機材の備蓄及び調達体

制の整備【総務部・危機管理課・上下水道部】 

１ 食料の備蓄並びに調達体制の整備 

(1) 食料の備蓄 

イ 備蓄場所 

市は、防災センター及び各現場本部（支所）、健康福祉セン

ター、避難所に指定されている施設等を備蓄場所として整備

する。 

 

 

地区センター化 

 

予-44 

 

２ 生活必需品の備蓄及び調達体制の整備 

(1) 生活必需品の備蓄 

イ 備蓄場所 

 

２ 生活必需品の備蓄及び調達体制の整備 

(1) 生活必需品の備蓄 

イ 備蓄場所 

 

地区センター化 
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市は、防災センター及び各現場本部（地区センター）並び

に避難所に指定されている施設等を備蓄場所として整備す

る。 

 

市は、防災センター及び各現場本部（支所）並びに避難所

に指定されている施設等を備蓄場所として整備する。 

 

 

予-45 

 

３ 飲料水の確保及び応急給水資機材の備蓄並びに調達体制の整備 

(1) 飲料水の確保 

ア 応急給水所の設置 

市役所と各地区センターを給水拠点として簡易水槽など

を設置し、そこに給水車両により鍵山浄水場や市内各配水場

から飲料水を運搬する。 

 

 

イ 一日当たりの目標水量 

被災後の時間経過に伴い、次に示す水量を確保目標とする。 

 ３日以内 １週間以内 ２週間以内 

段階 第１段階 第２段階 第３段階 

目標水量 ３ℓ／人日 20～30ℓ／人日 100ℓ／人日 

主用途 生命維持に必

要な飲料水 

炊事・洗面等の

最低生活用水 

生活用水の確

保 

給水方法 拠点給水 運搬給水、仮設

給水 

運搬給水、仮

設給水 

給水地点 市役所、地区

センター 

指定避難所等 指定避難所等 

  

 

３ 飲料水の確保及び応急給水資機材の備蓄並びに調達体制の整備 

(1) 飲料水の確保 

ア 応急給水所の設置 

市役所と東金子・金子・宮寺・藤沢・西武支所及び黒須・

東藤沢出張所を給水拠点として簡易水槽などを設置し、そこ

に給水車両により鍵山浄水場や市内各配水場から飲料水を

運搬する。 

 

イ 一日当たりの目標水量 

被災後の時間経過に伴い、次に示す水量を確保目標とする。 

 ３日以内 １週間以内 ２週間以内 

段階 第１段階 第２段階 第３段階 

目標水量 ３ℓ／人日 20～30ℓ／人日 100ℓ／人日 

主用途 生命維持に必

要な飲料水 

炊事・洗面等の

最低生活用水 

生活用水の確

保 

給水方法 拠点給水 運搬給水、仮設

給水 

運搬給水、仮

設給水 

給水地点 市役所、支所、

出張所 

指定避難所等 指定避難所等 

 

 

地区センター化 

 

予-46 

 

 

ウ 給水方法 

拠点給水 ①市役所・地区センターに簡易水槽などを設置し、

応急給水拠点とする。 

（略） 

運搬給水 （略） 

仮設給水 （略） 

     

 

 

 

ウ 給水方法 

拠点給水 ①市役所・支所及び出張所に簡易水槽などを設置

し、応急給水拠点とする。 

（略） 

運搬給水 （略） 

仮設給水 （略） 
 

 

地区センター化 
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予-47 

 

第３ 医薬品等の備蓄並びに調達体制の整備【健康推進部・危機管理

課】 

１ 全体計画 

(1) 基本事項 

ウ 備蓄場所 

(ｱ) 防災センター 

(ｲ) 各現場本部（地区センター） 

 

 

第３ 医薬品等の備蓄並びに調達体制の整備【健康推進部・危機管理

課】 

１ 全体計画 

(1) 基本事項 

ウ 備蓄場所 

(ｱ) 防災センター 

(ｲ) 各現場本部（支所） 

 

 

地区センター化 

 

予-65 

 

 

第３章 市民の協力による防災対策 

第２節 防災組織の育成・強化 

第３ 事業所等の防災組織の整備【危機管理課・消防組合】 

２ 防災組織の整備 

(4) 関係機関への協力体制の確立 

ア 民生委員・児童委員、日赤奉仕団、自主防災会及び地域包

括支援センター 

 

第４ ボランティアの活動環境の整備【福祉部・社会福祉協議会】 

（略） 

市、県及び国は、防災ボランティアの活動環境として、埼玉県

災害ボランティア団体ネットワーク（以下「彩の国会議」という）

等、行政・ＮＰＯ・ボランティア等の三者で連携し、平常時の登

録、ボランティア活動や避難所運営等に関する研修や訓練の制度、

災害時における防災ボランティア活動の受入れや調整を行う体

制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動上の安全確保、被

災者ニーズ等の情報提供方策等について整備を推進するととも

に、そのための意見交換を行う情報共有会議の整備・強化を、研

修や訓練を通じて推進するものとする。 

 

 

第３章 市民の協力による防災対策 

第２節 防災組織の育成・強化 

第３ 事業所等の防災組織の整備【危機管理課・消防組合】 

２ 防災組織の整備 

(4) 関係機関への協力体制の確立 

ア 民生委員・児童委員、日赤奉仕団及び自主防災会 

 

 

第４ ボランティアの活動環境の整備【福祉部・社会福祉協議会】 

（略） 

市、県及び国は、防災ボランティアの活動環境として、埼玉県

災害ボランティア団体ネットワーク（以下「彩の国会議」という）

等、行政・ＮＰＯ・ボランティア等の三者で連携し、平常時の登

録、研修や訓練の制度、災害時における防災ボランティア活動の

受入れや調整を行う体制、防災ボランティア活動の拠点の確保、

活動上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等について整

備を推進するとともに、そのための意見交換を行う情報共有会議

の整備・強化を、研修や訓練を通じて推進するものとする。 

 

 

防災基本計画の

修正 他 

 

予-69 

 

第３節 防災意識の啓発 

第１ 市民に対する防災意識の啓発【危機管理課】 

10 災害教訓の伝承 

市は、過去の災害の教訓や文化を後世に伝えるため、災害記録、

災害調査結果、その他過去の災害に関する資料を収集・整理し、

 

第３節 防災意識の啓発 

第１ 市民に対する防災意識の啓発【危機管理課】 

10 災害教訓の伝承 

市は、過去の災害の教訓や文化を後世に伝えるため、災害記録、

災害調査結果、その他過去の災害に関する資料を収集・整理し、

 

県計画の反映 
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適切に保管、公開する。また、国土地理院と連携して、自然災害

伝承碑（災害に関するモニュメント等）の意味を正しく伝承する

よう務める。 

また、市内各地区における災害教訓の伝承活動を啓発し、その

取組を支援する。 

 

適切に保管、公開するとともに、災害に関するモニュメント等の

意味を正しく伝承するよう務める。 

また、市内各地区における災害教訓の伝承活動を啓発し、その

取組を支援する。 

 

 

予-71 

 

15 防災知識の普及 

(4) 市、県及び国は、学校における消防団員等が参画する体験的・

実践的な防災教育の推進に努めるものとする。 

 

 

15 防災知識の普及 

（新設） 

 

防災基本計画の

修正 

 

予-72 

 

 

第４ 学校における防災意識の啓発【教育委員会】 

    （削除） 

 

 

市、県及び国は、防災力を高めていくため、学校における防災教育

の充実、防災に関する教材（副読本）の充実を図るものとする。特に、

水害・土砂災害のリスクがある学校においては、避難訓練と合わせた

防災教育の実施に努めるものとする。 

なお、安全教育の一環としてホームルームや学校行事を中心に、教

育活動の全体を通じて行う。発災時の危険回避及び安全な避難行動の

仕方について、児童・生徒の発達段階に応じた指導を行う。 

また、小中学校における総合学習等の時間を利用し、自らの生命及

び身体を守るための避難行動、住宅等建物の耐震化や家具固定等の予

防対策等について説明したり、中学生に対してはマイ・タイムライン

教育を行うなど、平常時から「自助、共助」の重要性を積極的に啓発

する。 

 

 

第４ 学校における防災意識の啓発【教育委員会】 

学校における防災教育は、学校における体系的かつ地域の災害リス

クに基づいた防災教育に関する指導内容の整理、防災教育のための指

導時間の確保など、防災に関する教育の充実に努めるものとする。 

市、県及び国は、防災力を高めていくため、学校における防災教育

の充実、防災に関する教材（副読本）の充実を図るものとする。特に、

水害・土砂災害のリスクがある学校においては、避難訓練と合わせた

防災教育の実施に努めるものとする。 

なお、安全教育の一環としてホームルームや学校行事を中心に、教

育活動の全体を通じて行う。特に、発災時の危険回避及び安全な避難

行動の仕方について、児童・生徒の発達段階に応じた指導を行う。 

特に、小中学校における総合学習等の時間を利用し、自らの生命及

び身体を守るための避難行動をはじめ、住宅等建物の耐震化や家具固

定等の予防対策について具体的に説明するなど、平常時から「自助、

共助」の重要性を積極的に啓発する。 

 

 

 

中学生のマイ・

タイムライン研

修を踏まえた追

記 他 

 

予-83 

 

 

第６節 帰宅困難者対策 

第２ 市外在住の帰宅困難者対策【各部】 

１ 受入施設 

受入れ対象駅 一時滞在施設 

入間市駅 入間市産業文化センター 

豊岡高等学校 

 

第６節 帰宅困難者対策 

第２ 市外在住の帰宅困難者対策【各部】 

１ 受入施設 

受入れ対象駅 一時滞在施設 

入間市駅 入間市産業文化センター 

豊岡高等学校 

 

地区センター化 
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武蔵藤沢駅 藤沢地区体育館 

東藤沢地区センター 

藤沢東小学校 

仏子駅 西武中学校 

元加治駅 西武小学校 

金子駅 金子中学校 
 

武蔵藤沢駅 藤沢地区体育館 

東藤沢公民館 

藤沢東小学校 

仏子駅 西武中学校 

元加治駅 西武小学校 

金子駅 金子中学校 
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【第３編 災害応急対策編 第１章 震災応急対策計画】 

ページ 

(改訂案）
改訂案 現行 備考 

 

応 

(震災) 

-1 

 

 

第１節 応急活動体制 

第２ 配備・動員体制【各部】 

１ 配備体制 

  地震災害時の配備体制及び配備基準は、下記のとおりとする。 

配備体制 地震発生時の配備基準 

情報連絡会議体制 （略） 

警戒体制 

（災害警戒会議を行

い、通常の組織をもっ

て警戒にあたる体制） 

第１

配備 
（略） 

第２

配備 
（略） 

非常体制 

（災害対策本部を設置

して災害応急対策活動

を推進する体制） 

第１

配備 
（略） 

第２

配備 
（略） 

 

 

第１節 応急活動体制 

第２ 配備・動員体制【各部】 

１ 配備体制 

  地震災害時の配備体制及び配備基準は、下記のとおりとする。 

配備体制 地震発生時の配備基準 

情報連絡会議体制 （略） 

警戒体制 

第１

配備 
（略） 

第２

配備 
（略） 

非常体制 

第１

配備 
（略） 

第２

配備 
（略） 

      

 

配備体制に関す

る追記 

 

応 

(震災) 

-2～4 

 

４ 災害時の動員体制 

(5) 現場本部長（地区センター長等） 

災害発生時にはそれぞれの担当現場本部（各地区センター

等）に駆けつけて現場本部を設置し、地区の情報を収集整理

し、災害対策本部へ迅速かつ的確に伝達する。 

また、各自主防災会からの支援要請について状況を判断し、各

避難所の避難所対応員の調整等、必要な人員を配置する。 

(6) 現場本部員（市民生活部、選挙管理委員会事務局） 

現場本部の設営のほか、現場本部長の指示により、災害対策

本部へ地区被害状況等を伝達するとともに、参集員の確認を行

う。また、各自主防災会からの支援要請等を整理し、現場本部

長に報告する。 

 （削除） 

 

 

 

４ 災害時の動員体制 

(5) 現場本部長（支所長等） 

災害発生時にはそれぞれの担当現場本部（各支所等）に駆け

つけて現場本部を設置し、地区の情報を収集整理し、災害対策

本部へ迅速かつ的確に伝達する。 

また、各自主防災会からの支援要請について状況を判断し、応 

援要員を配置する。 

(6) 現場本部員（市民生活部、選挙管理委員会事務局） 

現場本部の設営のほか、現場本部長の指示により、災害対策

本部へ地区被害状況等を伝達するとともに、参集員の確認を行

う。また、各自主防災会からの支援要請等を整理し、現場本部

長に報告する。 

(7) 地区防災員（指名職員） 

災害発生時には、担当する自主防災会と連絡を取り、会長等

から初期被害状況を収集し、現場本部へ報告する。 

 

地区センター化 

 

動員体制の変更 

     他 
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(7) 避難所対応員（企画部、総務部、環境経済部、福祉部、こど 

も支援部、健康推進部、議会事務局、監査委員事務局、農業委 

員会事務局、教育部） 

災害発生時に担当施設（指定緊急避難場所、指定避難所）に

駆けつけ、施設の状況等を把握し、現場本部へ報告するととも

に、現場本部長の指示を受け避難所開設に備え、避難所運営全

般に携わる。 

(8) 応急対応班（都市整備部、上下水道部） 

災害防止や被害拡大防止のための活動や軽微な災害対応など

の支援・応急活動等を行う。 

(9) 救護所対応員（健康推進部） 

救護所（健康福祉センター）を開設するとともに、医師の指

示を受け、負傷者等の対応にあたる。 

また、健康推進部の応援等、部長の指示により活動する。 

(10) 応援班（企画部、総務部、環境経済部、福祉部、こども支

援部、健康推進部、議会事務局、監査委員事務局、農業委員会

事務局） 

ほかの各部各班の応援等、災害対策本部や部長等の指示によ

り活動する。 

(11) 危険度判定員 

建築物応急危険度判定士及び宅地危険度判定士の資格を有す

るもので、建築班及び営繕班の指揮のもと、被災建物および被

災宅地の判定を行う。 

 

第３ 災害対策本部の設置・運営【危機管理課】 

１ 災害対策本部の設置 

(2) 本部設置場所 

本部の設置場所は、本庁舎（屋外敷地を含む）とし、「入間

市災害対策本部」の標識を掲げるものとする。 

なお、本庁舎が被災し使用不能となった場合は、建物の耐震

性等を考慮し、入間市博物館、次に入間市健康福祉センターに

本部設置を検討する。入間市健康福祉センターに本部を設置す

る場合には、救護所としての活動に支障が生じないよう、本部

なお、平常時から担当の自主防災会との連携を密にし、行政

としての助言、指導等を行い災害予防体制の向上を図る。 

また、必要に応じて担当地区内の災害調査に従事にする。 

(8) 避難所対応員（環境経済部、福祉部、こども支援部、健 

康推進部、教育部） 

 

災害発生時に担当施設（指定緊急避難場所、指定避難所）に

駆けつけ、施設の状況等を把握し、現場本部へ報告するととも

に、現場本部長の指示を受け避難所開設に備え、避難所運営全

般に携わる。 

(9) 応急対応班（都市整備部、上下水道部） 

災害防止や被害拡大防止のための活動や軽微な災害対応など

の支援・応急活動等を行う。 

(10) 救護所対応員（健康推進部） 

救護所（健康福祉センター）を開設するとともに、医師の指

示を受け、負傷者等の対応にあたる。 

また、健康推進部の応援等、部長の指示により活動する。 

(11) 応援班（企画部、総務部、環境経済部、福祉部、こども支

援部、健康推進部、議会事務局、監査委員事務局、農業委員会

事務局） 

ほかの各部各班の応援等、災害対策本部や部長等の指示によ

り活動する。 

(12) 危険度判定員 

建築物応急危険度判定士及び宅地危険度判定士の資格を有す

るもので、建築班及び営繕班の指揮のもと、被災建物および被

災宅地の判定を行う。 

 

第３ 災害対策本部の設置・運営【危機管理課】 

１ 災害対策本部の設置 

(2) 本部設置場所 

本部の設置場所は、本庁舎内とし、「入間市災害対策本部」

の標識を掲げるものとする。 

なお、本庁舎が被災し使用不能となった場合は、建物の耐震

性等を考慮し、入間市博物館に本部を設置する。さらに、これ

も使用できない場合は、入間市健康福祉センターに本部を設置

する。その際、救護所としての活動に支障が生じないよう、本
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設置スペース等について考慮する。 

市内の施設が使用できない場合は、埼玉県の協力を得て、県

内他市町村に本部を設置する。 

 

３ 現場本部の設置 

災害予防及び災害応急対策の効果的実施を図るため、必要に

応じ各地区センターに現場本部を設置する。 

 

部設置スペース等について考慮する。 

 

 

 

３ 現場本部の設置 

災害予防及び災害応急対策の効果的実施を図るため、必要に応

じ各支所に現場本部を設置する。 

 

 

応 

(震災) 

-5 

 

(3) 設置場所 

現場本部名            設置場所 電  話 

扇 町 屋 
扇町屋１－９－３

４ 
２９６２－４４９５ 

東 町 東町３－１－３５ ２９６３－７５０３ 

黒 須 黒須２－３－１３ ２９６２－７５１１ 

東 金 子            
大字小谷田７７－

３ 

２９６４－０１１１ 

２９６２－７７１１ 

金 子            
大字寺竹５３５－

１  

２９３６－０１１１ 

２９３６－１１７１ 

宮寺・二本木 宮寺２４０５－１  
２９３４－２００２ 

２９３４－４４６６ 

藤 沢 
下藤沢５－１７－

１  

２９６４－１２７８ 

２９６２－６４７５ 

東 藤 沢 東藤沢３－１９－１９ ２９６２－６９２２ 

西 武            大字野田４９６   
２９３２－１１７１ 

２９３２－００３３ 

資料編『資料１－７ 現場本部の担当区域』参照 

 

 

(3) 設置場所及び担当区域 

現場本部名            設置場所 電  話 

豊 岡            
豊岡１－１６－１ 

（本庁舎内） 
２９６４－１１１１ 

東 金 子            
大字小谷田７７－

３（東金子支所内） 
２９６４－０１１１ 

金 子            
大字寺竹５３５－

１ （金子支所内） 
２９３６－０１１１ 

宮 寺            
宮寺２４０５－１  

（宮寺支所内） 
２９３４－２００２ 

藤 沢 
下藤沢５－１７－

１ （藤沢支所内） 
２９６４－１２７８ 

西 武            
大 字野 田 ４ ６ ９ 

（西武支所内） 
２９３２－１１７１ 

 

 

 

 

地区センター化 
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第６ 相互応援協力【企画部・危機管理課】 

２ 埼玉県・市町村人的相互応援制度に基づく応援要請 

市が単独では災害対応業務を十分に実施できない場合、県に対

し、県職員及び県内市町村職員による「彩の国災害派遣チーム」

の派遣を要請することができる。 

派遣要請を受けた県は、県災害対策本部各部、支部及び市町村

から応援職員を派遣する。 

 

第６ 相互応援協力【企画部・危機管理課】 

２ 埼玉県・市町村人的相互応援制度に基づく応援要請 

市が単独では災害対応業務を十分に実施できない場合、県に対

し、県職員及び県内市町村職員による「彩の国災害派遣チーム」

の派遣を要請することができる。 

〔１次要請（県支部内支援） 想定：局地災害〕 

被災市町村からの要請に基づき、被災市町村を所管する県災害

 

県計画の反映 
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 対策本部支部（県受援支部）は県地域機関と管内市町村の職員を

被災市町村に派遣する。 

〔２次要請（全県支援） 想定：広域災害〕 

１次要請だけでは対応できない場合は、県災害対策本部各部及

び県受援支部以外の県災害対策本部支部（県応援支部）から応援

職員を派遣する。 

 

 

応 

(震災) 

-10 

 

３ 応急対策職員派遣制度に基づく応援職員の派遣要請 

①避難所の運営、罹災証明書の交付等の災害対応業務の支 

 援 

＜内容＞ 

（略） 

・応援対象の業務は、埼玉県・市町村人的相互応援制度と同

様、避難所の運営や罹災証明書の交付、物資拠点の運営等の災

害対応業務であり、国等が関与して全国的に行われる仕組みの

ある業務は含まれない。 

 

３ 応急対策職員派遣制度に基づく応援職員の派遣要請 

①避難所の運営、罹災証明書の交付等の災害対応業務の支 

 援 

＜内容＞ 

（略） 

・応援対象の業務は、埼玉県・市町村人的相互応援制度と同

様、避難所の運営や罹災証明書の交付、物資拠点の運営等の災

害対応業務であり、国等が関与して全国的に行われる仕組のあ

る業務は含まれない。 

 

 

県計画の反映 
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第２節 自衛隊災害派遣 

第１ 災害派遣の要請要件及び要請範囲【災害対策本部】 

２ 要請範囲 

要請の範囲は、おおむね次のとおりである。 

・被害状況の把握                    ・避難者の誘導、輸送  

・避難者の捜索、救助                ・水防活動  

・消防活動                          ・道路又は水路等交通上の 

障害物の除去  

・診察、防疫、病虫害防除等の支援    ・通信支援  

・人員及び物資の緊急輸送            ・給食及び給水支援  

・救援物資の無償貸付又は贈与        ・交通規制の支援  

・危険物の保安及び除去              ・予防派遣  

・入浴支援             ・その他 

 

 

 

 

 

第２節 自衛隊災害派遣 

第１ 災害派遣の要請要件及び要請範囲【災害対策本部】 

２ 要請範囲 

要請の範囲は、おおむね次のとおりである。 

・被害状況の把握                    ・避難者の誘導、輸送  

・避難者の捜索、救助                ・水防活動  

・消防活動                          ・道路又は水路等交通上の 

障害物の除去  

・診察、防疫、病虫害防除等の支援    ・通信支援  

・人員及び物資の緊急輸送            ・炊事及び給水支援  

・救援物資の無償貸付又は贈与        ・交通規制の支援  

・危険物の保安及び除去              ・予防派遣  

・その他 

     

 

 

 

防災基本計画の

修正 
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(震災) 
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第３節 災害情報の収集・伝達 

第４ 被害情報等の収集【各部】 

１ 情報の収集 

(6) 市は、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者について

も、関係機関の協力を得て、積極的に情報収集を行うものとす

る。県は、要救助者の迅速な把握による救助活動の効率化・円

滑化のために必要と認めるときは、市と連携の上、安否不明者

の氏名等を公表し、その安否情報を収集・精査することによ

り、速やかな安否不明者の絞り込みに努めるものとする。 

  安否不明者の氏名等の公表については、県が示す「災害時に

おける安否不明者等の氏名等に関する公表方針」に基づき実施

するものとする。 

 

 

第３節 災害情報の収集・伝達 

第４ 被害情報等の収集【各部】 

１ 情報の収集 

    （新設） 

 

防災基本計画の

修正 

 

県の安否不明者

等の氏名等に関

する公表方針の

追記 
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２ 被害情報等の収集体制 

■被害情報等の収集担当班一覧 

情報項目 被害内容 収集担当 情報責任者 

（以上略） （以上略） （以上略） （以上略） 

教育施設の被

害・復旧 

市立学校 教育部避難所

運営班 

教育総務課長 

給食施設 教育部給食班 学校給食課長 

図書館 教育部避難所

運営班 

図書館長 

博物館 教育部本部応

援班 

博物館長 

（以下略） （以下略） （以下略） （以下略） 

    

 

２ 被害情報等の収集体制 

■被害情報等の収集担当班一覧 

情報項目 被害内容 収集担当 情報責任者 

（以上略） （以上略） （以上略） （以上略） 

教育施設の被

害・復旧 

市立学校 教育部避難所

運営班 

教育総務課長 

給食施設 教育部給食班 学校給食課長 

公民館、図書

館、博物館 

教育部避難所

運営班 

社会教育課長 

（以下略） （以下略） （以下略） （以下略） 
 

 

地区センター化 

 

応 

(震災) 
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３ 被害情報等の収集方法 

(2) 人的被害情報 

ア 人的被害の情報源 

人的被害に関する情報源は、次のものがあり、これら情

報について錯綜・混乱が生じないように十分留意して把握

する。 

(ｱ) 職員からの情報 

 

３ 被害情報等の収集方法 

(2) 人的被害情報 

ア 人的被害の情報源 

人的被害に関する情報源は、次のものがあり、これら情

報について錯綜・混乱が生じないように十分留意して把握

する。 

(ｱ) 職員からの情報 

 

地区センター化 
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(ｲ) 市役所、各地区センター、消防組合等への市民からの 

通報 

 

(ｲ) 市役所、各支所、消防組合等への市民からの 

通報 
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(震災) 
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第４節 災害救助法の適用 

第１ 災害救助法の概要【各部】 

３ 災害救助法による救助の種類と実施者 

災害救助法による救助の種類、実施期間及びその実施者は、次

表のとおりである。 

主な救助の種類 実 施 期 間    実 施 者 区 分 

避難所の設置 ７日以内 市 

応急仮設住宅の供

与 

（建設型応急住

宅）２０日以内

に着工 

（賃貸型応急住

宅）速やかに借

上げ、提供※供

与期間はいずれ

も２年以内 

対象者・設置場所の選定は

市、設置は県 

（ただし､埼玉県から委任さ

れた時は市） 

炊き出しその他に

よる食品の給与 
７日以内 市 

飲料水の供給 ７日以内 市 

被服、寝具その他

生活必需品の給与

又は貸与 

１０日以内 市 

医療 １４日以内 

医療班派遣＝県及び日赤県支部 

（ただし､埼玉県から委任さ

れた時は市） 

助産 ７日以内 

医療班派遣＝県及び日赤県支部 

（ただし､埼玉県から委任さ

れた時は市） 

被災者の救出 ３日以内 市 

被災した住宅の応

急修理 

３ヶ月以内（災

対法に基づく国

の災害対策本部

が設置された場

市 

 

第４節 災害救助法の適用 

第１ 災害救助法の概要【各部】 

３ 災害救助法による救助の種類と実施者 

災害救助法による救助の種類、実施期間及びその実施者は、次

表のとおりである。 

主な救助の種類 実 施 期 間    実 施 者 区 分 

避難所の設置 ７日以内 市 

応急仮設住宅 
２０日以内に着

工 

対象者・設置場所の選定は

市、設置は県 

（ただし､埼玉県から委任さ

れた時は市） 

 

 

 

 

炊き出し、食品の

給与 
７日以内 市 

飲料水の供給 ７日以内 市 

被服・寝具及び生

活必需品の給与又

は貸与 

１０日以内 市 

医療 １４日以内 

医療班派遣＝県及び日赤県支部 

（ただし､埼玉県から委任さ

れた時は市） 

助産 ７日以内 

医療班派遣＝県及び日赤県支部 

（ただし､埼玉県から委任さ

れた時は市） 

被災者の救出 ３日以内 市 

住宅の応急修理 １ヶ月以内 

 

 

市 

 

 

県計画の反映 
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合は６ヶ月以

内）に完了 

学用品の給与 

教科書 １ヶ月

以内 

文房具 １５日

以内 

市 

埋葬 １０日以内 市 

死体の捜索 １０日以内 市 

死体の処理 １０日以内 市 

障害物の除去 １０日以内 市 

※応急救助は知事が実施するが、災害発生の都度市町村長に 

委任することがある。 

 

 

 

学用品の給与 

教科書 １ヶ月

以内 

文房具 １５日

以内 

市 

埋葬 １０日以内 市 

死体の捜索 １０日以内 市 

死体の処理 １０日以内 市 

障害物の除去 １０日以内 市 

※応急救助は知事が実施するが、災害発生の都度市町村長に 

委任することがある。 
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第２ 災害救助法の適用及び実施【各部】 

１ 災害救助法適用の基準 

(4) 被害が隔絶した地域に発生したものである等、災害にかかっ

た者の救護を著しく困難とする特別の事情がある場合であっ

て、多数の世帯の住家が滅失したとき（３号基準） 

(5) 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが

生じた場合であって、内閣府令で定める基準に該当するとき

（４号基準） 

(6) 災害が発生するおそれがある場合において、災害対策基本法

に規定する「特定災害対策本部」、「非常災害対策本部」、又は

「緊急災害対策本部」が設置され、当該本部の所管区域が告示

されたときは、知事は、当該所管区域内の市町村の区域内にお

いて当該災害により被害を受けるおそれがあり、現に救助を必

要とする者に対しても、救助を行うことができる。（救助法第

２条第２項） 

 

 

第２ 災害救助法の適用及び実施【各部】 

１ 災害救助法適用の基準 

(4) 被災が隔絶した地域に発生したものである等、災害にかかっ

た者の救護を著しく困難とする特別の事情がある場合であっ

て、多数の世帯の住家が滅失したとき（３号基準） 

(5) 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが

生じたとき（４号基準） 

 

（新設） 

 

県計画の反映 

 

応 

(震災) 

-38 

 

第７節 避難活動 

第４ 避難所の設置・運営【各部】 

３ 避難所の管理・運営 

(1) 避難所の管理・運営担当 

（略） 

 

第７節 避難活動 

第４ 避難所の設置・運営【各部】 

３ 避難所の管理・運営 

(1) 避難所の管理・運営担当 

（略） 

 

防災基本計画の

修正 

 

県計画の反映 
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避難所運営について専門性を有したＮＰＯ・ボランティア等

の外部支援者等の協力が得られるよう努めるとともに、必要に

応じ、他市町村に対して協力を求めるものとする。 

 

(3) 通信連絡手段の確保 

通信連絡手段として電話、防災行政用無線、ファクシミリ等

の確保に努め、それらが不足する場合には、伝令（バイク・自

転車・徒歩等）とする。また、災害救助法が適用された場合等

には、避難者が利用する特設公衆電話の設置に努める。 

 

避難所運営について専門性を有した外部支援者等の協力が得

られるよう努めるとともに、必要に応じ、他市町村に対して協

力を求めるものとする。 

 

(3) 通信連絡手段の確保 

通信連絡手段として電話、防災行政用無線、ファクシミリ等

の確保に努め、それらが不足する場合には、伝令（バイク・自

転車・徒歩等）とする。 

 

 

応 

(震災) 

-40 

 

 

４ 避難所における新型コロナウイルス感染症対策 

(1) 健康状態に合わせた避難場所の確保 

（略） 

【埼玉県地域防災計画（令和４年３月）による】 

 

 

４ 避難所における新型コロナウイルス感染症対策 

(1) 健康状態に合わせた避難場所の確保 

（略） 

【埼玉県地域防災計画（令和３年３月改訂）による】 

 

 

作成年の修正 

 

応 

(震災) 

-41 

 

 

(3) 避難所受付時のフロー 

（略） 

 【埼玉県地域防災計画（令和４年３月）による】 

 

 

(3) 避難所受付時のフロー 

（略） 

【埼玉県地域防災計画（令和３年３月改訂）による】 

 

 

作成年の修正 

 

応 

(震災) 

-46 

 

 

第８節 緊急輸送 

第３ 緊急輸送道路【都市整備部・危機管理課】 

２ 市指定緊急輸送道路 

市は、市内の次の防災関係施設に通じる道路を緊急輸送道路と

して指定する。 
 

区 分        防災関係施設 

消 火 活 動              

救 助 救 出              
消防署・分署、警察署、医療施設等 

防災活動拠点              
市役所、各地区センター・分館、 

防災センター 

物資輸送拠点              市民体育館、各地区体育館 

避 難 拠 点 等              
指定緊急避難場所、 

その他国・県・市有施設等 

臨時ヘリポート 公園、運動場等 

 

第８節 緊急輸送 

第３ 緊急輸送道路【都市整備部・危機管理課】 

２ 市指定緊急輸送道路 

市は、市内の次の防災関係施設に通じる道路を緊急輸送道路と

して指定する。 

 

区 分        防災関係施設 

消 火 活 動              

救 助 救 出              
消防署・分署、警察署、医療施設等 

防災活動拠点              
市役所、各支所、各公民館、 

防災センター 

物資輸送拠点              入間市市民体育館、各地区体育館 

避 難 拠 点 等              
指定緊急避難場所、 

その他国・県・市有施設等 

臨時ヘリポート 公園、運動場等 

 

地区センター化 
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応 

(震災) 

-50 

 

 

 

第 11節 食料・生活必需品及び飲料水等の供給 

第１ 基本事項 

６ ニーズに留意した物資の調達 

被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化すること

を踏まえ、時宜を得た物資の調達に留意するものとする。また、

避難所における感染症拡大防止に必要な物資をはじめ、夏季には

冷房器具、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情

を考慮するとともに、要配慮者等のニーズや、男女のニーズの違

いに配慮するものとする。 

食料については、避難所における食物アレルギーを有する者の

ニーズの把握やアセスメントの実施，食物アレルギーに配慮した

食料の確保等に努めるものとする。 

 

 

第 11節 食料・生活必需品及び飲料水等の供給 

第１ 基本事項 

６ ニーズに留意した物資の調達 

被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化すること

を踏まえ、時宜を得た物資の調達に留意するものとする。また、

避難所における感染症拡大防止に必要な物資をはじめ、夏季には

冷房器具、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情

を考慮するとともに、要配慮者等のニーズや、男女のニーズの違

いに配慮するものとする。 

    （新設） 

 

防災基本計画の

修正 

 

応 

(震災) 

-57 

 

 

第 13節 要配慮者等の安全確保対策 

第２ 在宅要配慮者等の安全確保対策【市民生活部・福祉部・こども 

支援部・健康推進部】 

６ 相談窓口の開設 

市は、地区センター・分館や健康福祉センター等に相談窓口を

開設する。 

 

 

第 13節 要配慮者等の安全確保対策 

第２ 在宅要配慮者等の安全確保対策【市民生活部・福祉部・こども 

支援部・健康推進部】 

６ 相談窓口の開設 

市は、公民館や健康福祉センター等に相談窓口を開設する。 

   

 

 

地区センター化 

 

応 

(震災) 

-75 

 

 

第 17節 公共施設等の応急対策 

第４ ライフライン施設の応急対策【市・県・各関係機関】 

５ 通信設備応急対策【東日本電信電話株式会社埼玉事業部】 

(1) 応急対策 

イ 応急措置 

電気通信設備に災害が発生した場合は、次の応急措置を

講ずる。 

(ｱ) 重要回線の確保 

行政や災害救助活動等を担当する機関の通信を確保す

るため、応急回線の作成、網措置等疎通確保の措置を講

ずる。 

（移設）→第７節第４の３へ 

 

 

第 17節 公共施設等の応急対策 

第４ ライフライン施設の応急対策【市・県・各関係機関】 

５ 通信設備応急対策【東日本電信電話株式会社埼玉事業部】 

(1) 応急対策 

イ 応急措置 

電気通信設備に災害が発生した場合は、次の応急措置を

講ずる。 

(ｱ) 重要回線の確保 

行政や災害救助活動等を担当する機関の通信を確保す

るため、応急回線の作成、網措置等疎通確保の措置を講

ずる。 

(ｲ) 特設公衆電話の設置 

災害救助法が適用された場合等には、避難場所等に罹

 

県計画の反映 
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(ｲ) 通信の利用制限 

通信の疎通が著しく困難となり、重要通信を確保する必

要がある時は、利用制限等の措置を行う。 

(ｳ) 災害用伝言ダイヤル（171）及び災害用伝言板（ｗｅ 

ｂ171）等の提供 

地震等の災害発生により著しく通信の輻輳が発生した場

合には、安否等の情報を円滑に伝達できる災害用伝言ダイ

ヤル（171）、災害用伝言板及び災害用伝言板（ｗｅｂ171）

を速やかに提供する。 

 

災者が利用する特設公衆電話の設置に努める。 

(ｳ) 通信の利用制限 

通信の疎通が著しく困難となり、重要通信を確保する

必要がある時は、利用制限等の措置を行う。 

(ｴ) 災害用伝言ダイヤル（171）及び災害用伝言板（ｗｅ 

ｂ171）等の提供 

地震等の災害発生により著しく通信の輻輳が発生した

場合には、安否等の情報を円滑に伝達できる災害用伝言

ダイヤル（171）、災害用伝言板及び災害用伝言板（ｗｅ

ｂ171）を速やかに提供する。 

 

 

応 

(震災) 

-79 

 

 

 

第 18節 文教・福祉対策 

第４ 社会教育施設対策【こども支援部・教育部】 

開館時に地震が発生した場合、図書館・博物館・青少年活動セ

ンター等は、次の措置を講ずる。 

 

第 18節 文教・福祉対策 

第４ 生涯学習施設対策【こども支援部・教育部】 

開館時に地震が発生した場合、公民館・図書館・博物館・青少

年活動センター等は、次の措置を講ずる。 

 

地区センター化 

 

応 

(震災) 

-81,82 

 

 

第 19節 住宅応急復旧 

第１ 応急仮設住宅の設置【都市整備部】 

３ 入居者の選考 

市は被災者の状況を調査のうえ、次の基準に基づき入居者を決

定する。なお応急修理期間中に応急仮設住宅に入居することも可

能とする。 

（略） 

 

４ 入居期間 

入居期間は原則として２年以内とする。ただし、応急修理と併

給する者は、災害発生の日から原則として６か月（応急修理が完

了した場合は速やかに退去）とする。 

 

５ 仮設住宅の維持管理 

県から管理の委託があった場合、市営住宅に準じて維持管理す

る。 

 

６ 要配慮者への配慮 

 

第 19節 住宅応急復旧 

第１ 応急仮設住宅の設置【都市整備部】 

３ 入居者の選定 

市は被災者の状況を調査のうえ、次の基準に基づき入居者を決

定する。 

（略） 

  

 

   （新設） 

 

 

 

 

４ 仮設住宅の維持管理 

県から管理の委託があった場合、市営住宅に準じて維持管理す

る。 

 

５ 要配慮者への配慮 

 

県計画の反映 
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応急仮設住宅を建設する際、建物の構造及び仕様について、高

齢者や障害者等の要配慮者に配慮するよう努める。また、市は入

居に際して、要配慮者を優先的に入居させる等の配慮に努める。 

 

７ 災害救助法が適用になった場合の費用等 

応急仮設住宅の設置費用は、災害救助法による救助の程度、方

法及び期間並びに実費弁償の基準（資料編「資料４－３」参照）

の範囲内において市が県に請求できるものとする。 

 

応急仮設住宅を建設する際、建物の構造及び仕様について、高

齢者や障害者等の要配慮者に配慮するよう努める。また、市は入

居に際して、要配慮者を優先的に入居させる等の配慮に努める。 

 

６ 災害救助法が適用になった場合の費用等 

応急仮設住宅の設置費用は、災害救助法による救助の程度、方

法及び期間並びに実費弁償の基準（資料編「資料４－３」参照）

の範囲内において市が県に請求できるものとする。 

 

応 

(震災) 

-83 

 

第４ 住宅関係障害物除去【都市整備部】 

住宅関連障害物除去とは、災害救助法でいう「災害によって住居又

はその周辺に運ばれた土石、木竹等で、日常生活に著しい障害を及ぼ

しているものの除去」をいい、地震による家屋等の倒壊後のがれき等

とは異なる。 

１ 対象者 

対象者は、半壊又は床上浸水した住家であって、住居の一部又

は全部に障害物が運び込まれ一時的に居住できない状態にあり、

自らの資力では当該障害物を除去し、当面の日常生活に最低限必

要な場所を確保できない者とする。 

 

２ 除去の期間 

除去の期間は、原則災害発生の日から 10 日以内とする。 

 

 ３ 除去作業の支援要請 

市は除去作業の支援について、県に隣接市町村からの派遣を要

請できる。 

 

 

第４ 住宅関係障害物除去【都市整備部】 

住宅関連障害物除去とは、災害救助法でいう「災害によって住居又

はその周辺に運ばれた土石、木竹等で、日常生活に著しい障害を及ぼ

しているものの除去」をいい、地震による家屋等の倒壊後のがれき等

とは異なる。 

１ 住宅関係障害物除去作業 

(1) 活動方針 

ア 障害物の除去は、市長が行うものとする。 

イ 第一次的には市保有の器具及び機械を使用して実施する。 

ウ 労力又は機械力が不足する場合は県に要請し、隣接市町村か

らの派遣を求めるものとする。 

エ 労力又は機械力が相当不足する場合は、建設業界等に対し資

機材、労力等の提供を求める。 

オ 効果的に除去作業を進めるために、建設業界等との事前の協

定締結等により、協力体制を整備しておく。 

(2) 対象 

住家に運び込まれた土石、竹木等の障害物の除去は、次の条件

に該当する住家を早急に調査し実施する。 

ア 障害物のため、当面の日常生活が営むことができない状態に

あるもの。 

イ 障害物が日常生活に欠くことのできない場所に運び込まれた

もの。 

ウ 自らの資力をもってしては、障害物の除去ができないもの。 

エ 住家が半壊又は床上浸水したものであること。 

オ 原則として、当該災害により直接被害を受けたもの。 

(3) 対象者の選定基準と除去戸数 

 

県計画の反映 
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障害物除去対象者の選定は市で行う。また、障害物除去戸数は

半壊、床上浸水家屋の数量を把握したうえで算定する。（選定基

準は仮設住宅入居者資格基準の例示を準用する。） 

(4) １戸あたりの修理費基準 

住宅などに対する障害物の除去費用は、災害救助による救助、

方法及び期間並びに実費弁償の基準（資料編「資料４－３」参

照）の範囲内において市が県に請求できるものとする。 

(5) 実施期間 

災害発生の日からできるだけ早い時期に完了するものとし、市

長はその結果を県へ報告する。 

 

 

応 

(震災) 

-86 

 

第 20節 広報広聴対策 

第１ 広報活動【各部】 

３ 生活再開時の広報 

(2) 生活再開時期の広報の手段 

イ 避難所外の市民への広報 

(ｱ) 地区センター等の公共施設で広報紙等の配布及び伝 

達情報等の掲出 

 

 

第 20節 広報広聴対策 

第１ 広報活動【各部】 

３ 生活再開時の広報 

(2) 生活再開時期の広報の手段 

イ 避難所外の市民への広報 

(ｱ) 支所等の公共施設で広報紙等の配布及び伝達情報等 

の掲出 

 

 

地区センター化 

 

応 

(震災) 

-89 

 

 

 

第３ 広聴活動【各部】 

２ 相談の内容 

(6) 安否照会 

ウ 安否情報の回答 

照会者の区分 提供する情報 

被災者の同居の親族 ※ 

被災者の居所、負傷若しくは疾

病の状況又は連絡先その他安否

の確認に必要と認められる情報 

被災者の親族（上記を除く） 

又は職場の関係者 
被災者の負傷又は疾病の状況  

被災者の知人等 
照会者が保有している安否情報

の有無 

上記のすべて 
照会に際しその提供について被

災者が同意した安否情報 

※同居の親族とは、事実婚・婚約の関係にある者、入間市パートナー

 

第３ 広聴活動【各部】 

２ 相談の内容 

(6) 安否照会 

ウ 安否情報の回答 

照会者の区分 提供する情報 

被災者の同居の親族  

被災者の居所、負傷若しくは疾

病の状況又は連絡先その他安否

の確認に必要と認められる情報 

被災者の親族（上記を除く） 

又は職場の関係者 
被災者の負傷又は疾病の状況  

被災者の知人等 
照会者が保有している安否情報

の有無 

上記のすべて 
照会に際しその提供について被

災者が同意した安否情報 

 

 

入間市パートナ

ーシップ・ファ

ミリーシップ宣

誓制度に基づく

追記 
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シップ・ファミリーシップ宣誓制度に宣誓した者を含む。 

 

 

 

 

応 

(震災) 
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第 23節 南海トラフ地震臨時情報発表に伴う対応措置 

第１ 南海トラフ地震臨時情報の関係機関への伝達 

【危機管理課】 

（略） 

【埼玉県地域防災計画（令和４年３月）による】 

 

 

第 23節 南海トラフ地震臨時情報発表に伴う対応措置 

第１ 南海トラフ地震臨時情報の関係機関への伝達 

【危機管理課】 

（略） 

【埼玉県地域防災計画（令和３年３月改訂）による】 

 

作成年の修正 
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【第３編 災害応急対策編 第２章 風水害応急対策計画】 

ページ 

(改訂案）
改訂案 現行 備考 

 

応 

(風水) 

-1 

 

 

 

第１節 応急活動体制 

第２ 配備・動員体制【各部】 

１ 配備体制及び内容 

災害対策の活動にあたってのとるべき体制の種別及び内容は、

次のとおりとする。 

配備体制 内容 

事前調整会議体制 

（準備体制） 
（略） 

警戒体制 

（災害警戒会議を行い、

通常の組織をもって警

戒にあたる体制） 

第１

配備 
（略） 

第２

配備 
（略） 

非常体制 

（災害対策本部を設置

して災害応急対策活動

を推進する体制） 

第１

配備 
（略） 

第２

配備 
（略） 

 

 

 

第１節 応急活動体制 

第２ 配備・動員体制【各部】 

１ 配備体制及び内容 

災害対策の活動にあたってのとるべき体制の種別及び内容は、

次のとおりとする。 

配備体制 内容 

事前調整会議体制 

（準備体制） 
（略） 

警戒体制 

（災害対策本部を設置

しないで通常の組織を

もって警戒にあたる体

制） 

第１

配備 
（略） 

第２

配備 （略） 

非常体制 

（災害対策本部を設置

して災害応急対策活動

を推進する体制） 

第１

配備 
（略） 

第２

配備 
（略） 

 

 

配備体制に関す

る追記 
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(風水) 
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５ 災害時の動員体制 

(5) 現場本部長（地区センター長等） 

災害発生時にはそれぞれの担当現場本部（各地区センター

等）に駆けつけて現場本部を設置し、地区の情報を収集整理

し、災害対策本部へ迅速かつ的確に伝達する。 

また、各自主防災会からの支援要請について状況を判断し、

各避難所の避難所対応員の調整等、必要な人員を配置する。 

(6) 現場本部員（市民生活部、選挙管理委員会事務局） 

現場本部の設営のほか、現場本部長の指示により、災害対策

本部へ地区被害状況等を伝達するとともに、参集員の確認を行

う。また、各自主防災会からの支援要請等を整理し、現場本部

長に報告する。 

 

５ 災害時の動員体制 

(5) 現場本部長（支所長等） 

災害発生時にはそれぞれの担当現場本部（各支所等）に駆け

つけて現場本部を設置し、地区の情報を収集整理し、災害対策

本部へ迅速かつ的確に伝達する。 

また、各自主防災会からの支援要請について状況を判断し、 

   応援要員を配置する。 

(6) 現場本部員（市民生活部、選挙管理委員会事務局） 

現場本部の設営のほか、現場本部長の指示により、災害対策

本部へ地区被害状況等を伝達するとともに、参集員の確認を行

う。また、各自主防災会からの支援要請等を整理し、現場本部

長に報告する。 

 

地区センター化 

 

動員体制の変更 
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（削除） 

 

 

 

 

 

(7) 避難所対応員（企画部、総務部、環境経済部、福祉部、こど 

も支援部、健康推進部、議会事務局、監査委員事務局、農業委 

員会事務局、教育部） 

災害発生時に担当施設（指定緊急避難場所、指定避難所）に

駆けつけ、施設の状況等を把握し、現場本部へ報告するととも

に、現場本部長の指示を受け避難所開設に備え、避難所運営全

般に携わる。 

(8) 応急対応班（都市整備部、上下水道部） 

災害防止や被害拡大防止のための活動や軽微な災害対応など

の支援・応急活動等を行う。 

(9) 救護所対応員（健康推進部） 

救護所（健康福祉センター）を開設するとともに、医師の指

示を受け、負傷者等の対応にあたる。 

また、健康推進部の応援等、部長の指示により活動する。 

(10) 応援班（企画部、総務部、環境経済部、福祉部、こども支

援部、健康推進部、議会事務局、監査委員事務局、農業委員会

事務局） 

ほかの各部各班の応援等、災害対策本部や部長等の指示によ

り活動する。 

(11) 危険度判定員 

建築物応急危険度判定士及び宅地危険度判定士の資格を有す

るもので、建築班及び営繕班の指揮のもと、被災建物および被

災宅地の判定を行う。 

 

(7) 地区防災員（指名職員） 

災害発生時には、担当する自主防災会と連絡を取り、会長等

から初期被害状況を収集し、現場本部へ報告する。 

なお、平常時から担当の自主防災会との連携を密にし、行政

としての助言、指導等を行い災害予防体制の向上を図る。 

また、必要に応じて担当地区内の災害調査に従事にする。 

(8) 避難所対応員（環境経済部、福祉部、こども支援部、健 

康推進部、教育部） 

 

災害発生時に担当施設（指定緊急避難場所、指定避難所）に

駆けつけ、施設の状況等を把握し、現場本部へ報告するととも

に、現場本部長の指示を受け避難所開設に備え、避難所運営全

般に携わる。 

(9) 応急対応班（都市整備部、上下水道部） 

災害防止や被害拡大防止のための活動や軽微な災害対応など

の支援・応急活動等を行う。 

(10) 救護所対応員（健康推進部） 

救護所（健康福祉センター）を開設するとともに、医師の指

示を受け、負傷者等の対応にあたる。 

また、健康推進部の応援等、部長の指示により活動する。 

(11) 応援班（企画部、総務部、環境経済部、福祉部、こども支

援部、健康推進部、議会事務局、監査委員事務局、農業委員会

事務局） 

ほかの各部各班の応援等、災害対策本部や部長等の指示によ

り活動する。 

(12) 危険度判定員 

建築物応急危険度判定士及び宅地危険度判定士の資格を有す

るもので、建築班及び営繕班の指揮のもと、被災建物および被

災宅地の判定を行う。 
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第３ 災害対策本部の設置・運営【危機管理課】 

２ 現場本部の設置 

災害予防及び災害応急対策の効果的実施を図るため、必要に応

じ各地区センターに現場本部を設置する。 

(1) 設置場所 

 

第３ 災害対策本部の設置・運営【危機管理課】 

２ 現場本部の設置 

災害予防及び災害応急対策の効果的実施を図るため、必要に応

じ各支所に現場本部を設置する。 

(1) 設置場所及び担当区域 

 

地区センター化 
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現場本部名            設置場所 電  話 

扇 町 屋 
扇町屋１－９－３

４ 
２９６２－４４９５ 

東 町 東町３－１－３５ ２９６３－７５０３ 

黒 須 黒須２－３－１３ ２９６２－７５１１ 

東 金 子            
大字小谷田７７－

３ 

２９６４－０１１１ 

２９６２－７７１１ 

金 子            
大字寺竹５３５－

１  

２９３６－０１１１ 

２９３６－１１７１ 

宮寺・二本木 宮寺２４０５－１  
２９３４－２００２ 

２９３４－４４６６ 

藤 沢 
下藤沢５－１７－

１  

２９６４－１２７８ 

２９６２－６４７５ 

東 藤 沢 東藤沢３－１９－１９ ２９６２－６９２２ 

西 武            大字野田４９６   
２９３２－１１７１ 

２９３２－００３３ 

資料編『資料１－７ 現場本部の担当区域』参照 

 

現場本部名            設置場所 電  話 

豊 岡            
豊岡１－１６－１ 

（本庁舎内） 
２９６４－１１１１ 

東 金 子            
大字小谷田７７－

３（東金子支所内） 
２９６４－０１１１ 

金 子            
大字寺竹５３５－

１ （金子支所内） 
２９３６－０１１１ 

宮 寺            
宮寺２４０５－１  

（宮寺支所内） 
２９３４－２００２ 

藤 沢 
下藤沢５－１７－

１ （藤沢支所内） 
２９６４－１２７８ 

西 武            
大 字野 田 ４ ６ ９ 

（西武支所内） 
２９３２－１１７１ 
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第５ 相互応援協力【企画部・危機管理課】 

２ 埼玉県・市町村人的相互応援制度に基づく応援要請 

市が単独では災害対応業務を十分に実施できない場合、県に対

し、県職員及び県内市町村職員による「彩の国災害派遣チーム」

の派遣を要請することができる。 

派遣要請を受けた県は、県災害対策本部各部、支部及び市町村

から応援職員を派遣する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 相互応援協力【企画部・危機管理課】 

２ 埼玉県・市町村人的相互応援制度に基づく応援要請 

市が単独では災害対応業務を十分に実施できない場合、県に対

し、県職員及び県内市町村職員による「彩の国災害派遣チーム」

の派遣を要請することができる。 

〔１次要請（県支部内支援） 想定：局地災害〕 

被災市町村からの要請に基づき、被災市町村を所管する県災害

対策本部支部（県受援支部）は県地域機関と管内市町村の職員を

被災市町村に派遣する。 

〔２次要請（全県支援） 想定：広域災害〕 

１次要請だけでは対応できない場合は、県災害対策本部各部及

び県受援支部以外の県災害対策本部支部（県応援支部）から応援

職員を派遣する。 

 

 

 

 

 

県計画の反映 
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第２節 自衛隊災害派遣 

第１ 災害派遣の要請要件及び要請範囲【災害対策本部】 

２ 要請範囲 

要請の範囲は、おおむね次のとおりである。 

・被害状況の把握                    ・避難者の誘導、輸送  

・避難者の捜索、救助                ・水防活動  

・消防活動                          ・道路又は水路等交通上の 

障害物の除去  

・診察、防疫、病虫害防除等の支援    ・通信支援  

・人員及び物資の緊急輸送            ・給食及び給水支援  

・救援物資の無償貸付又は贈与        ・交通規制の支援  

・危険物の保安及び除去              ・予防派遣  

・入浴支援             ・その他 
 

 

第２節 自衛隊災害派遣 

第１ 災害派遣の要請要件及び要請範囲【災害対策本部】 

２ 要請範囲 

要請の範囲は、おおむね次のとおりである。 

・被害状況の把握                    ・避難者の誘導、輸送  

・避難者の捜索、救助                ・水防活動  

・消防活動                          ・道路又は水路等交通上の 

障害物の除去  

・診察、防疫、病虫害防除等の支援    ・通信支援  

・人員及び物資の緊急輸送            ・炊事及び給水支援  

・救援物資の無償貸付又は贈与        ・交通規制の支援  

・危険物の保安及び除去              ・予防派遣  

・その他 

    

 

防災基本計画の

修正 
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第３節 災害情報の収集・伝達 

第２ 土砂災害警戒情報等の発令時に収集・伝達すべき情報 

【各部】 

土砂災害警戒情報は、大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を

及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となったときに、

市町村長の避難指示や市民の自主避難の判断を支援するため、対象と

なる市町村を特定して警戒を呼び掛ける情報で、埼玉県と熊谷地方気

象台から共同で発表される。市町村内で危険度が高まっている詳細な

領域は土砂キキクル（大雨警報（土砂災害）の危険度分布）で確認す

ることができる。避難が必要とされる警戒レベル４に相当する（警戒

レベルについては「第３編 災害応急対策編 第２章 第６節 第

１」参照）。 

 

 

第３節 災害情報の収集・伝達 

第２ 土砂災害警戒情報等の発令時に収集・伝達すべき情報 

【各部】 

土砂災害警戒情報は、大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を

及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となったときに、

市町村長の避難指示や市民の自主避難の判断を支援するため、対象と

なる市町村を特定して警戒を呼び掛ける情報で、埼玉県と熊谷地方気

象台から共同で発表される。市町村内で危険度が高まっている詳細な

領域は大雨警報（土砂災害）の危険度分布（土砂災害警戒判定メッシ

ュ情報）で確認することができる。避難が必要とされる警戒レベル４

に相当する（警戒レベルについては「第３編 災害応急対策編 第２

章 第６節 第１」参照）。 

 

 

県計画の反映 
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第３ 気象警報・注意報等の収集・伝達【企画部・危機管理課・ 

消防組合】 

大雨や強風などの気象現象によって、災害が起こるおそれのあると

きには「注意報」が、重大な災害が起こるおそれのあるときには「警

報」が、重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合には「特別警

報」が、現象の危険度と雨量、風速、潮位等の予想値を時間帯ごとに

 

第３ 気象警報・注意報等の収集・伝達【企画部・危機管理課・ 

消防組合】 

大雨や強風などの気象現象によって、災害が起こるおそれのあると

きには「注意報」が、重大な災害が起こるおそれのあるときには「警

報」が、重大な災害が起こるおそれが著しく大きい場合には「特別警

報」が、現象の危険度と雨量、風速、潮位等の予想値を時間帯ごとに

 

県計画の反映 
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明示して、県内の市町村ごとに発表される。また、土砂災害や低地の

浸水、中小河川の増水･氾濫、竜巻等による激しい突風、落雷等につ

いては、実際に危険度が高まっている場所が「キキクル（危険度分

布）」等で発表される。 

 

明示して、県内の市町村ごとに発表される。また、土砂災害や低地の

浸水、中小河川の増水･氾濫、竜巻等による激しい突風、落雷等につ

いては、実際に危険度が高まっている場所が「危険度分布」等で発表

される。 
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１ 警報等の種類・発表基準 

(2) 各種気象情報 

イ キキクル（大雨警報・洪水警報の危険度分布）等 

表中の警戒レベルについては「第３編 災害応急対策編 

第２章 第６節 第１」を参照する。 

種類 概要 

土砂キキクル（大雨警報（土砂災

害）の危険度分布） 

大雨による土砂災害発生の危険

度の高まりの予測を、地図上で

１km 四方の領域ごとに５段階に

色分けして示す情報。２時間先

までの雨量分布及び土壌雨量指

数の予測を用いて常時 10分ごと

に更新しており、大雨警報（土砂

災害）や土砂災害警戒情報等が

発表されたときに、危険が高ま

っている場所を面的に確認する

ことができる。 

・「災害切迫」（黒）：災害が発生

又は切迫している状況であり、

命を守るための最善の行動をと

る必要があることを示す警戒レ

ベル５に相当。 

・「危険」（紫）：避難が必要とさ

れる警戒レベル４に相当。 

 

・「警戒」（赤）：高齢者等は危険

な場所からの避難が必要とされ

る警戒レベル３に相当。 

・「注意」（黄）：ハザードマップ

による災害リスクの再確認等、

 

１ 警報等の種類・発表基準 

(2) 各種気象情報 

イ 大雨警報・洪水警報の危険度分布等 

表中の警戒レベルについては「第３編 災害応急対策編 

第２章 第６節 第１」を参照する。 

種類 概要 

大雨警報（土砂災害）の危険度分

布（土砂災害警戒判定メッシュ

情報） 

大雨による土砂災害発生の危険

度の高まりの予測を、地図上で

１km 四方の領域ごとに５段階に

色分けして示す情報。２時間先

までの雨量分布及び土壌雨量指

数の予測を用いて常時 10分ごと

に更新しており、大雨警報（土砂

災害）や土砂災害警戒情報等が

発表されたときに、どこで危険

度が高まるかを面的に確認する

ことができる。 

 

 

 

 

 

・「非常に危険」（うす紫）、「極め

て危険」（濃い紫）：避難が必要と

される警戒レベル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等の避難

が必要とされる警戒レベル３に

相当。 

・「注意」（黄）：避難に備えハザ

ードマップ等により災害リスク

 

県計画の反映 
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合による修正 
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避難に備え自らの避難行動の確

認が必要とされる警戒レベル２

に相当。 

浸水キキクル（大雨警報（浸水

害）の危険度分布） 

短時間強雨による浸水害発生の

危険度の高まりの予測を、地図

上で１km 四方の領域ごとに５段

階に色分けして示す情報。 

１時間先までの表面雨量指数の

予測を用いて常時 10分ごとに更

新しており、大雨警報（浸水害）

等が発表されたときに、危険が

高まっている場所を面的に確認

することができる。 

洪水キキクル（洪水警報の危険

度分布） 

指定河川洪水予報の発表対象で

はない中小河川（水位周知河川

及びその他河川）の洪水害発生

の危険度の高まりの予測を、地

図上で河川流路を概ね１km ごと

に５段階に色分けして示す情

報。３時間先までの流域雨量指

数の予測を用いて常時 10分ごと

に更新しており、洪水警報等が

発表されたときに、危険が高ま

っている場所を面的に確認する

ことができる。 

・「災害切迫」（黒）：災害が発生

又は切迫している状況であり、

命を守るための最善の行動をと

る必要があることを示す警戒レ

ベル５に相当。 

・「危険」（紫）：危険な場所から

の避難が必要とされる警戒レベ

ル４に相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等は危険

な場所からの避難が必要とされ

る警戒レベル３に相当。 

等を再確認するなど、自らの避

難行動の確認が必要とされる警

戒レベル２に相当。 

大雨警報（浸水害）の危険度分布 短時間強雨による浸水害発生の

危険度の高まりの予測を、地図

上で１km 四方の領域ごとに５段

階に色分けして示す情報。 

１時間先までの表面雨量指数の

予測を用いて常時 10分ごとに更

新しており、大雨警報（浸水害）

等が発表されたときに、どこで

危険度が高まるかを面的に確認

することができる。 

洪水警報の危険度分布 指定河川洪水予報の発表対象で

はない中小河川（水位周知河川

及びその他河川）の洪水害発生

の危険度の高まりの予測を、地

図上で河川流路を概ね１km ごと

に５段階に色分けして示す情

報。３時間先までの流域雨量指

数の予測を用いて常時 10分ごと

に更新しており、洪水警報等が

発表されたときに、どこで危険

度が高まるかを面的に確認する

ことができる。 

・「極めて危険」（濃い紫）：重大

な洪水災害がすでに発生してい

るおそれが高い極めて危険な状

況。 

 

・「非常に危険」（うす紫）：避難

が必要とされる警戒レベル４に

相当。 

・「警戒」（赤）：高齢者等の避難

が必要とされる警戒レベル３に

相当。 



- 28 - 

 

・「注意」（黄）：ハザードマップ

による災害リスクの再確認等、

避難に備え自らの避難行動の確

認が必要とされる警戒レベル２

に相当。 

流域雨量指数の予測値 指定河川洪水予報の発表対象で

はない中小河川（水位周知河川

及びその他河川）の、上流域での

降雨による、下流の対象地点の

洪水危険度の高まりの予測を、

洪水警報等の基準への到達状況

に応じて危険度を色分けした時

系列で示す情報。６時間先まで

の雨量分布の予測（降水短時間

予報等）を用いて常時 10 分ごと

に更新している。 

 

 

 

 

・「注意」（黄）：避難に備えハザ

ードマップ等により災害リスク

等を再確認するなど、自らの避

難行動の確認が必要とされる警

戒レベル２に相当。 

流域雨量指数の予測値 水位周知河川及びその他河川の

各河川を対象として、上流域で

の降雨によって、下流の対象地

点の洪水危険度がどれだけ高ま

るかを示した情報。６時間先ま

での雨量分布の予測（降水短時

間予報等）を取り込んで、流域に

降った雨が河川に集まり流れ下

る量を計算して指数化した「流

域雨量指数」について、洪水警報

等の基準への到達状況に応じて

危険度を色分けし時系列で表示

したものを、常時 10分ごとに更

新している。 
 

 

応 

(風水) 

-19 

 

 

ウ 早期注意情報（警報級の可能性） 

（略） 

大雨に関して、 [高]又は[中]が予想されている場合は、災害

への心構えを高める必要があることを示す警戒レベル１で

ある。 

 

エ 記録的短時間大雨情報 

県内で大雨警報発表中の二次細分区域において、キキクル

の「危険」（紫）が出現し、かつ、数年に一度程度しか発生し

ないような猛烈な雨（１時間雨量）が観測(地上の雨量計によ

る観測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わ

せた分析)されたときに、気象庁から発表される。この情報が

発表されたときは、土砂災害及び、低地の浸水や中小河川の

増水・氾濫による災害発生につながるような猛烈な雨が降っ

ている状況であり、実際に災害発生の危険度が高まっている

 

ウ 早期注意情報（警報級の可能性） 

（略） 

大雨に関して、明日までの期間に[高]又は[中]が予想されて

いる場合は、災害への心構えを高める必要があることを示す

警戒レベル１である。 

 

エ 記録的短時間大雨情報 

県内で大雨警報発表中に、数年に一度程度しか発生しない

ような猛烈な短時間の大雨を観測(地上の雨量計による観

測)又は解析(気象レーダーと地上の雨量計を組み合わせた

分析)したときに、府県気象情報の一種として発表される。こ

の情報が発表されたときは、土砂災害や浸水害、中小河川の

増水・氾濫といった災害発生につながるような稀にしか観測

しない雨量の雨が降っている状況であり、実際に災害発生の

危険度が高まっている場所について、警報の「危険度分布」

 

県計画の反映 



- 29 - 

 

場所をキキクルで確認する必要がある。 

オ 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激し

い突風に対して注意を呼びかける情報で、竜巻等の激しい突

風の発生しやすい気象状況になっているときに、天気予報の

対象地域と同じ発表単位（埼玉県南部など）で気象庁から発

表される。なお、実際に危険度が高まっている場所は竜巻発

生確度ナウキャストで確認することができる。 

また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があ

った地域を示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発

生するおそれが非常に高まっている旨を付加した情報が天

気予報の対象地域と同じ発表単位で発表される。 

この情報の有効期間は、発表から概ね１時間である。 

 

その他の気象情報としては、台風に関する情報、大雨に関する

情報、低気圧に関する情報、早期天候情報、少雨に関する情報、

高温に関する情報、熱中症警戒アラートなどがある。 

 

で確認する必要がある。 

オ 竜巻注意情報 

積乱雲の下で発生する竜巻、ダウンバースト等による激し

い突風に対して注意を呼びかける情報で、雷注意報が発表さ

れている状況下において竜巻等の激しい突風の発生しやす

い気象状況になっているときに、一次細分区域単位で発表さ

れる。なお、実際に危険度が高まっている場所については竜

巻発生確度ナウキャストで確認することができる。 

また、竜巻の目撃情報が得られた場合には、目撃情報があ

った地域を示し、その周辺で更なる竜巻等の激しい突風が発

生するおそれが非常に高まっている旨を付加した情報が一

次細分区域単位で発表される。 

この情報の有効期間は、発表から概ね１時間である。 

 

その他の気象情報としては、台風に関する情報、大雨に関する

情報、低気圧に関する情報、早期天候情報、少雨に関する情報、

高温に関する情報などがある。 

 

 

応 

(風水) 

-22 

 

第４ 水防情報 

２ 水防法及び気象業務法に基づく洪水予報 

種類 標題 概要 

洪水 

警報 

氾濫発生情報 （略） 

氾濫危険情報 （略） 

氾濫警戒情報 （略） 

洪水 

注意報 

氾濫注意情報 氾濫注意水位に到達し更に水位の

上昇が見込まれるとき、氾濫注意水

位以上でかつ避難判断水位未満の

状態が継続しているとき、避難判断

水位に達したが水位の上昇が見込

まれないときに発表される。 

ハザードマップによる災害リスク

の再確認等、避難に備え自らの避難

行動の確認が必要とされる警戒レ

ベル２に相当。 

  

 

第４ 水防情報 

２ 水防法及び気象業務法に基づく洪水予報 

種類 標題 概要 

洪水 

警報 

氾濫発生情報 （略） 

氾濫危険情報 （略） 

氾濫警戒情報 （略） 

洪水 

注意報 

氾濫注意情報 氾濫注意水位に到達し更に水位の

上昇が見込まれるとき、氾濫注意水

位以上でかつ避難判断水位未満の

状態が継続しているとき、避難判断

水位に達したが水位の上昇が見込

まれないときに発表される。 

避難に備えハザードマップ等によ

り災害リスク等を再確認するなど、

自らの避難行動の確認が必要とさ

れる警戒レベル２に相当。 
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応 

(風水) 

-23 

 

第３節 災害情報の収集・伝達 

第４ 被害情報等の収集【各部】 

１ 情報の収集 

(6) 市は、要救助者の迅速な把握のため、安否不明者について

も、関係機関の協力を得て、積極的に情報収集を行うものとす

る。県は、要救助者の迅速な把握による救助活動の効率化・円

滑化のために必要と認めるときは、市と連携の上、安否不明者

の氏名等を公表し、その安否情報を収集・精査することによ

り、速やかな安否不明者の絞り込みに努めるものとする。 

  安否不明者の氏名等の公表については、県が示す「災害時に

おける安否不明者等の氏名等に関する公表方針」に基づき実施

するものとする。 

 

 

第３節 災害情報の収集・伝達 

第４ 被害情報等の収集【各部】 

１ 情報の収集 

    （新設） 

 

防災基本計画の

修正 

 

県の安否不明者

等の氏名等に関

する公表方針の

追記 

 

応 

(風水) 

-24 

 

 

 

２ 被害情報等の収集体制 

■被害情報等の収集担当班一覧 

情報項目 被害内容 収集担当 情報責任者 

（以上略） （以上略） （以上略） （以上略） 

教育施設の被

害・復旧 

市立学校 教育部避難所

運営班 

教育総務課長 

給食施設 教育部給食班 学校給食課長 

図書館 教育部避難所

運営班 

図書館長 

博物館 教育部本部応

援班 

博物館長 

（以下略） （以下略） （以下略） （以下略） 
 

 

２ 被害情報等の収集体制 

■被害情報等の収集担当班一覧 

情報項目 被害内容 収集担当 情報責任者 

（以上略） （以上表略） （以上略） （以上略） 

教育施設の被

害・復旧 

市立学校 教育部避難所

運営班 

教育総務課長 

給食施設 教育部給食班 学校給食課長 

公民館、図書

館、博物館 

教育部避難所

運営班 

社会教育課長 

（以下略） （以下略） （以下略） （以下略） 

 

 

 

 

 

地区センター化 

 

応 

(風水) 

-25 

 

第６ 被害情報等の収集【各部】 

３ 被害情報等の収集方法 

(2) 人的被害情報 

ア 人的被害の情報源 

人的被害に関する情報源は、次のものがあり、これら情

報について錯綜・混乱が生じないように十分留意して把握

 

第６ 被害情報等の収集【各部】 

３ 被害情報等の収集方法 

(2) 人的被害情報 

ア 人的被害の情報源 

人的被害に関する情報源は、次のものがあり、これら情

報について錯綜・混乱が生じないように十分留意して把握

 

地区センター化 
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する。 

(ｱ) 職員からの情報 

(ｲ) 市役所、各地区センター、消防組合等への市民からの 

通報 

する。 

(ｱ) 職員からの情報 

(ｲ) 市役所、各支所、消防組合等への市民からの 

通報 

 

 

応 

(風水) 

-31 

 

第４節 災害救助法の適用 

第１ 災害救助法の概要【各部】 

３ 災害救助法による救助の種類と実施者 

災害救助法による救助の種類、実施期間及びその実施者は、次

表のとおりである。 

主な救助の種類 実 施 期 間    実 施 者 区 分 

避難所の設置 ７日以内 市 

応急仮設住宅の供

与 

（建設型応急住

宅）２０日以内

に着工 

（賃貸型応急住

宅）速やかに借

上げ、提供※供

与期間はいずれ

も２年以内 

対象者・設置場所の選定は

市、設置は県 

（ただし､埼玉県から委任さ

れた時は市） 

炊き出しその他に

よる食品の給与 
７日以内 市 

飲料水の供給 ７日以内 市 

被服、寝具その他

生活必需品の給与

又は貸与 

１０日以内 市 

医療 １４日以内 

医療班派遣＝県及び日赤県支

部 

（ただし､埼玉県から委任さ

れた時は市） 

助産 ７日以内 

医療班派遣＝県及び日赤県支

部 

（ただし､埼玉県から委任さ

れた時は市） 

被災者の救出 ３日以内 市 

 

第４節 災害救助法の適用 

第１ 災害救助法の概要【各部】 

３ 災害救助法による救助の種類と実施者 

災害救助法による救助の種類、実施期間及びその実施者は、次

表のとおりである。 

主な救助の種類 実 施 期 間    実 施 者 区 分 

避難所の設置 ７日以内 市 

応急仮設住宅 
２０日以内に着

工 

対象者・設置場所の選定は

市、設置は県 

（ただし､埼玉県から委任さ

れた時は市） 

 

 

 

 

炊き出し、食品の

給与 
７日以内 市 

飲料水の供給 ７日以内 市 

被服・寝具及び生

活必需品の給与又

は貸与 

１０日以内 市 

医療 １４日以内 

医療班派遣＝県及び日赤県支

部 

（ただし､埼玉県から委任さ

れた時は市） 

助産 ７日以内 

医療班派遣＝県及び日赤県支

部 

（ただし､埼玉県から委任さ

れた時は市） 

被災者の救出 ３日以内 市 
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被災した住宅の応

急修理 

３ヶ月以内（災

対法に基づく国

の災害対策本部

が設置された場

合は６ヶ月以

内）に完了 

市 

学用品の給与 

教科書 １ヶ月

以内 

文房具 １５日

以内 

市 

埋葬 １０日以内 市 

死体の捜索 １０日以内 市 

死体の処理 １０日以内 市 

障害物の除去 １０日以内 市 

※応急救助は知事が実施するが、災害発生の都度市町村長に 

委任することがある。 

 

住宅の応急修理 １ヶ月以内 

 

 

市 

 

 

 

学用品の給与 

教科書 １ヶ月

以内 

文房具 １５日

以内 

市 

埋葬 １０日以内 市 

死体の捜索 １０日以内 市 

死体の処理 １０日以内 市 

障害物の除去 １０日以内 市 

※応急救助は知事が実施するが、災害発生の都度市町村長に 

委任することがある。 

  

 

応 

(風水) 

-32 

 

第２ 災害救助法の適用及び実施【各部】 

１ 災害救助法適用の基準 

(4) 被害が隔絶した地域に発生したものである等、災害にかかっ

た者の救護を著しく困難とする特別の事情がある場合であっ

て、多数の世帯の住家が滅失したとき（３号基準） 

(5) 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが

生じた場合であって、内閣府令で定める基準に該当するとき

（４号基準） 

(6) 災害が発生するおそれがある場合において、災害対策基本法

に規定する「特定災害対策本部」、「非常災害対策本部」、又は

「緊急災害対策本部」が設置され、当該本部の所管区域が告示

されたときは、知事は、当該所管区域内の市町村の区域内にお

いて当該災害により被害を受けるおそれがあり、現に救助を必

要とする者に対しても、救助を行うことができる。（救助法第

２条第２項） 

 

 

 

 

第２ 災害救助法の適用及び実施【各部】 

１ 災害救助法適用の基準 

(4) 被災が隔絶した地域に発生したものである等、災害にかかっ

た者の救護を著しく困難とする特別の事情がある場合であっ

て、多数の世帯の住家が滅失したとき（３号基準） 

(5) 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが

生じたとき（４号基準） 

 

  （新設） 

 

県計画の反映 
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応 

(風水) 

-43 

 

第６節 避難活動 

第５ 避難所の設置・運営【各部】 

３ 避難所の管理・運営 

(1) 避難所の管理・運営担当 

（略） 

避難所運営について専門性を有したＮＰＯ・ボランティア等

の外部支援者等の協力が得られるよう努めるとともに、必要に

応じ、他市町村に対して協力を求めるものとする。 

 

第６節 避難活動 

第５ 避難所の設置・運営【各部】 

３ 避難所の管理・運営 

(1) 避難所の管理・運営担当 

（略） 

避難所運営について専門性を有した外部支援者等の協力が得

られるよう努めるとともに、必要に応じ、他市町村に対して協

力を求めるものとする。 

 

 

防災基本計画の

修正 

 

 

 

応 

(風水) 

-44 

 

 

(3) 通信連絡手段の確保 

通信連絡手段として電話、防災行政用無線、ファクシミリ等

の確保に努め、それらが不足する場合には、伝令（バイク・自

転車・徒歩等）とする。また、災害救助法が適用された場合等

には、避難者が利用する特設公衆電話の設置に努める。 

 

 

(3) 通信連絡手段の確保 

通信連絡手段として電話、防災行政用無線、ファクシミリ等

の確保に努め、それらが不足する場合には、伝令（バイク・自

転車・徒歩等）とする。 

 

県計画の反映 

 

 

応 

(風水) 

-46 

 

 

 

４ 避難所における新型コロナウイルス感染症対策 

(1) 健康状態に合わせた避難場所の確保 

（略） 

【埼玉県地域防災計画（令和４年３月）による】 

(3) 避難所受付時のフロー 

（略） 

 【埼玉県地域防災計画（令和４年３月）による】 

 

 

４ 避難所における新型コロナウイルス感染症対策 

(1) 健康状態に合わせた避難場所の確保 

（略） 

【埼玉県地域防災計画（令和３年３月改訂）による】 

(3) 避難所受付時のフロー 

（略） 

 【埼玉県地域防災計画（令和３年３月改訂）による】 

 

 

作成年の修正 

 

応 

(風水) 

-52 

 

第７節 緊急輸送 

第３ 緊急輸送道路【都市整備部・危機管理課】 

２ 市指定緊急輸送道路 

市は、市内の次の防災関係施設に通じる道路を緊急輸送道路と

して指定する。 

区 分        防災関係施設 

消 火 活 動              

救 助 救 出              
消防署・分署、警察署、医療施設等 

 

第８節 緊急輸送 

第３ 緊急輸送道路【都市整備部・危機管理課】 

２ 市指定緊急輸送道路 

市は、市内の次の防災関係施設に通じる道路を緊急輸送道路と

して指定する。 

区 分        防災関係施設 

消 火 活 動              

救 助 救 出              
消防署・分署、警察署、医療施設等 

 

地区センター化 
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防災活動拠点              
市役所、各地区センター・分館、 

防災センター 

物資輸送拠点              市民体育館、各地区体育館 

避 難 拠 点 等              
指定緊急避難場所、 

その他国・県・市有施設等 

臨時ヘリポート 公園、運動場等 

   

防災活動拠点              
市役所、各支所、各公民館、 

防災センター 

物資輸送拠点              入間市市民体育館、各地区体育館 

避 難 拠 点 等              
指定緊急避難場所、 

その他国・県・市有施設等 

臨時ヘリポート 公園、運動場等 

 

応 

(風水) 

-59 

 

 

第 11節 食料・生活必需品及び飲料水等の供給 

第１ 基本事項 

６ ニーズに留意した物資の調達 

被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化すること

を踏まえ、時宜を得た物資の調達に留意するものとする。また、

避難所における感染症拡大防止に必要な物資をはじめ、夏季には

冷房器具、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情

を考慮するとともに、要配慮者等のニーズや、男女のニーズの違

いに配慮するものとする。 

食料については、避難所における食物アレルギーを有する者の

ニーズの把握やアセスメントの実施，食物アレルギーに配慮した

食料の確保等に努めるものとする。 

 

 

第 11節 食料・生活必需品及び飲料水等の供給 

第１ 基本事項 

６ ニーズに留意した物資の調達 

被災地で求められる物資は、時間の経過とともに変化すること

を踏まえ、時宜を得た物資の調達に留意するものとする。また、

避難所における感染症拡大防止に必要な物資をはじめ、夏季には

冷房器具、冬季には暖房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情

を考慮するとともに、要配慮者等のニーズや、男女のニーズの違

いに配慮するものとする。 

    （新設） 

 

防災基本計画の

修正 

 

応 

(風水) 

-67 

 

 

 

 

第 13節 要配慮者等の安全確保対策 

第２ 在宅要配慮者等の安全確保対策【市民生活部・福祉部・こども 

支援部・健康推進部】 

６ 相談窓口の開設 

市は、地区センター・分館や健康福祉センター等に相談窓口を

開設する。 

 

 

第 13節 要配慮者等の安全確保対策 

第２ 在宅要配慮者等の安全確保対策【市民生活部・福祉部・こども 

支援部・健康推進部】 

６ 相談窓口の開設 

市は、公民館や健康福祉センター等に相談窓口を開設する。 

   

 

 

 

 

地区センター化 

 

応 

(風水) 

-85 

 

 

第 17節 公共施設等の応急対策 

第４ ライフライン施設の応急対策【市・県・各関係機関】 

５ 通信設備応急対策【東日本電信電話株式会社埼玉事業部】 

(1) 応急対策 

 

第 17節 公共施設等の応急対策 

第４ ライフライン施設の応急対策【市・県・各関係機関】 

５ 通信設備応急対策【東日本電信電話株式会社埼玉事業部】 

(1) 応急対策 

 

県計画の反映 
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イ 応急措置 

電気通信設備に災害が発生した場合は、次の応急措置を

講ずる。 

(ｱ) 重要回線の確保 

行政や災害救助活動等を担当する機関の通信を確保す

るため、応急回線の作成、網措置等疎通確保の措置を講

ずる。 

（移設）→第６節第５の３へ 

 

 

(ｲ) 通信の利用制限 

通信の疎通が著しく困難となり、重要通信を確保する必

要がある時は、利用制限等の措置を行う。 

(ｳ) 災害用伝言ダイヤル（171）及び災害用伝言板（ｗｅ 

ｂ171）等の提供 

地震等の災害発生により著しく通信の輻輳が発生した場

合には、安否等の情報を円滑に伝達できる災害用伝言ダイ

ヤル（171）、災害用伝言板及び災害用伝言板（ｗｅｂ171）

を速やかに提供する。 

 

イ 応急措置 

電気通信設備に災害が発生した場合は、次の応急措置を

講ずる。 

(ｱ) 重要回線の確保 

行政や災害救助活動等を担当する機関の通信を確保す

るため、応急回線の作成、網措置等疎通確保の措置を講

ずる。 

(ｲ) 特設公衆電話の設置 

災害救助法が適用された場合等には、避難場所等に罹

災者が利用する特設公衆電話の設置に努める。 

(ｳ) 通信の利用制限 

通信の疎通が著しく困難となり、重要通信を確保する

必要がある時は、利用制限等の措置を行う。 

(ｴ) 災害用伝言ダイヤル（171）及び災害用伝言板（ｗｅ 

ｂ171）等の提供 

地震等の災害発生により著しく通信の輻輳が発生した

場合には、安否等の情報を円滑に伝達できる災害用伝言

ダイヤル（171）、災害用伝言板及び災害用伝言板（ｗｅ

ｂ171）を速やかに提供する。 

 

 

応 

(風水) 

-89 

 

第 18節 文教・福祉対策 

第４ 社会教育施設対策【こども支援部・教育部】 

開館時に地震が発生した場合、図書館・博物館・青少年活動セ

ンター等は、次の措置を講ずる。 

 

第５ 福祉関係施設対策【福祉部・こども支援部】 

１ 保育所の措置 

(2) 応急保育の体制 

ア 所長は、園児の罹災状況を調査する。 

イ こども支援部は、情報及び指令の伝達について必要な措置

を講ずるものとし、所長は、職員及び保護者にその指示事項

の徹底を図る。 

ウ 所長は、応急保育計画に基づき、受入れ可能な園児を保育

所において保育する。 

（削除） 

 

第 18節 文教・福祉対策 

第４ 生涯学習施設対策【こども支援部・教育部】 

開館時に地震が発生した場合、公民館・図書館・博物館・青少

年活動センター等は、次の措置を講ずる。 

 

第５ 福祉関係施設対策【福祉部・こども支援部】 

１ 保育所の措置 

(2) 応急保育の体制 

ア 所長は、園児の罹災状況を調査する。 

イ こども支援部は、情報及び指令の伝達について必要な措置

を講ずるものとし、所長は、職員及び保護者にその指示事項

の徹底を図る。 

ウ 所長は、応急保育計画に基づき、受入れ可能な園児を保育

所において保育する。 

エ 保育所を救護所等に提供したため、長期間保育所として使

 

地区センター化 

 

修正漏れ 
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エ 所長は、災害の推移を把握し、こども支援部と協議のうえ、

平常保育の再開に努め、その時期を早急に保護者に連絡する。 

 

用できないときは、こども支援部と協議して早急に保育がで

きるよう措置する。 

オ 所長は、災害の推移を把握し、こども支援部と協議のうえ、

平常保育の再開に努め、その時期を早急に保護者に連絡する。 

 

 

応 

(風水) 

-91,92 

 

 

第 19節 住宅応急復旧 

第１ 応急仮設住宅の設置【都市整備部】 

３ 入居者の選考 

市は被災者の状況を調査のうえ、次の基準に基づき入居者を決

定する。なお応急修理期間中に応急仮設住宅に入居することも可

能とする。 

（略） 

 

４ 入居期間 

入居期間は原則として２年以内とする。ただし、応急修理と併

給する者は、災害発生の日から原則として６か月（応急修理が完

了した場合は速やかに退去）とする。 

 

５ 仮設住宅の維持管理 

県から管理の委託があった場合、市営住宅に準じて維持管理す

る。 

 

６ 要配慮者への配慮 

応急仮設住宅を建設する際、建物の構造及び仕様について、高

齢者や障害者等の要配慮者に配慮するよう努める。また、市は入

居に際して、要配慮者を優先的に入居させる等の配慮に努める。 

 

７ 災害救助法が適用になった場合の費用等 

応急仮設住宅の設置費用は、災害救助法による救助の程度、方

法及び期間並びに実費弁償の基準（資料編「資料４－３」参照）

の範囲内において市が県に請求できるものとする。 

 

 

第 19節 住宅応急復旧 

第１ 応急仮設住宅の設置【都市整備部】 

３ 入居者の選定 

市は被災者の状況を調査のうえ、次の基準に基づき入居者を決

定する。 

（略） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

４ 仮設住宅の維持管理 

県から管理の委託があった場合、市営住宅に準じて維持管理す

る。 

 

５ 要配慮者への配慮 

応急仮設住宅を建設する際、建物の構造及び仕様について、高

齢者や障害者等の要配慮者に配慮するよう努める。また、市は入

居に際して、要配慮者を優先的に入居させる等の配慮に努める。 

 

６ 災害救助法が適用になった場合の費用等 

応急仮設住宅の設置費用は、災害救助法による救助の程度、方

法及び期間並びに実費弁償の基準（資料編「資料４－３」参照）

の範囲内において市が県に請求できるものとする。 

 

 

県計画の反映 

 

応 

(風水) 

 

第４ 住宅関係障害物除去【都市整備部】 

住宅関連障害物除去とは、災害救助法でいう「災害によって住居又

 

第４ 住宅関係障害物除去【都市整備部】 

住宅関連障害物除去とは、災害救助法でいう「災害によって住居又

 

県計画の反映 
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-93 はその周辺に運ばれた土石、木竹等で、日常生活に著しい障害を及ぼ

しているものの除去」をいい、地震による家屋等の倒壊後のがれき等

とは異なる。 

１ 対象者 

対象者は、半壊又は床上浸水した住家であって、住居の一部又

は全部に障害物が運び込まれ一時的に居住できない状態にあり、

自らの資力では当該障害物を除去し、当面の日常生活に最低限必

要な場所を確保できない者とする。 

 

２ 除去の期間 

除去の期間は、原則災害発生の日から 10 日以内とする。 

 

 ３ 除去作業の支援要請 

市は除去作業の支援について、県に隣接市町村からの派遣を要

請できる。 

 

はその周辺に運ばれた土石、木竹等で、日常生活に著しい障害を及ぼ

しているものの除去」をいい、地震による家屋等の倒壊後のがれき等

とは異なる。 

１ 住宅関係障害物除去作業 

(1) 活動方針 

ア 障害物の除去は、市長が行うものとする。 

イ 第一次的には市保有の器具及び機械を使用して実施する。 

ウ 労力又は機械力が不足する場合は県に要請し、隣接市町村か

らの派遣を求めるものとする。 

エ 労力又は機械力が相当不足する場合は、建設業界等に対し資

機材、労力等の提供を求める。 

オ 効果的に除去作業を進めるために、建設業界等との事前の協

定締結等により、協力体制を整備しておく。 

(2) 対象 

住家に運び込まれた土石、竹木等の障害物の除去は、次の条件

に該当する住家を早急に調査し実施する。 

ア 障害物のため、当面の日常生活が営むことができない状態に

あるもの。 

イ 障害物が日常生活に欠くことのできない場所に運び込まれた

もの。 

ウ 自らの資力をもってしては、障害物の除去ができないもの。 

エ 住家が半壊又は床上浸水したものであること。 

オ 原則として、当該災害により直接被害を受けたもの。 

(3) 対象者の選定基準と除去戸数 

障害物除去対象者の選定は市で行う。また、障害物除去戸数は

半壊、床上浸水家屋の数量を把握したうえで算定する。（選定基

準は仮設住宅入居者資格基準の例示を準用する。） 

(4) １戸あたりの修理費基準 

住宅などに対する障害物の除去費用は、災害救助による救助、

方法及び期間並びに実費弁償の基準（資料編「資料４－３」参

照）の範囲内において市が県に請求できるものとする。 

(5) 実施期間 

災害発生の日からできるだけ早い時期に完了するものとし、市

長はその結果を県へ報告する。 
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応 

(風水) 

-96 

 

第 20節 広報広聴対策 

第１ 広報活動【各部】 

３ 生活再開時の広報 

(2) 生活再開時期の広報の手段 

イ 避難所外の市民への広報 

(ｱ) 地区センター等の公共施設で広報紙等の配布及び伝 

達情報等の掲出 

 

 

第 20節 広報広聴対策 

第１ 広報活動【各部】 

３ 生活再開時の広報 

(2) 生活再開時期の広報の手段 

イ 避難所外の市民への広報 

(ｱ) 支所等の公共施設で広報紙等の配布及び伝達情報等 

の掲出 

 

 

地区センター化 

 

応 

(風水) 

-99 

 

 

 

第３ 広聴活動【各部】 

２ 相談の内容 

(6) 安否照会 

ウ 安否情報の回答 

照会者の区分 提供する情報 

被災者の同居の親族 ※ 

被災者の居所、負傷若しくは疾

病の状況又は連絡先その他安否

の確認に必要と認められる情報 

被災者の親族（上記を除く） 

又は職場の関係者 
被災者の負傷又は疾病の状況  

被災者の知人等 
照会者が保有している安否情報

の有無 

上記のすべて 
照会に際しその提供について被

災者が同意した安否情報 

※同居の親族とは、事実婚・婚約の関係にある者、入間市パートナー

シップ・ファミリーシップ宣誓制度に宣誓した者を含む。 

 

 

第３ 広聴活動【各部】 

２ 相談の内容 

(6) 安否照会 

ウ 安否情報の回答 

照会者の区分 提供する情報 

被災者の同居の親族  

被災者の居所、負傷若しくは疾

病の状況又は連絡先その他安否

の確認に必要と認められる情報 

被災者の親族（上記を除く） 

又は職場の関係者 
被災者の負傷又は疾病の状況  

被災者の知人等 
照会者が保有している安否情報

の有無 

上記のすべて 
照会に際しその提供について被

災者が同意した安否情報 

 

 

 

 

入間市パートナ

ーシップ・ファ

ミリーシップ宣

誓制度に基づく

追記 
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【第３編 災害応急対策編 第３章 その他災害の応急対策計画】 

ページ 

(改訂案）
改訂案 現行 備考 

 

応

(その他) 

-1 

 

第１節 雪害対策計画 

市及び県は、積雪による被害が発生し、又は発生するおそれがある

場合、災害応急活動体制を速やかに施行し、他の防災機関と有機的な

連携を図りながら、災害応急対策を講ずる。 

なお、災害応急活動体制の施行に当たっては、気象庁が発表する気

象特別警報・警報・注意報や予想降雪量などの情報のほか、積雪深に

ついても考慮する。 

 

 

第１節 雪害対策計画 

（新設） 

 

県計画の反映 

 

応

(その他) 

-2 

 

 

第３ 応急措置【各部・道路管理者・防災関係機関】 

 

 

第３ 応急措置【各部】 

 

 

県計画の反映 

 

応

(その他) 

-3 

 

６ 雪害時の滞留車両の乗員保護 

積雪に伴う大規模な立ち往生が発生し、滞留車両の開放に長時

間を要すると見込まれる場合、乗員の生命が脅かされる事態とな

ることから、防災関係機関や道路管理者が連携を図りながら、滞

留車両の乗員への物資の提供、安全確保等の乗員保護支援を行う。 

７ 復旧対策 

各種災害復旧措置は「第４編 災害復旧・復興編」に準じて行

うものとし、大雪の場合は特に罹災証明の発行や農作物の被害対

応等を速やかに実施するものとする。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

６ 復旧対策 

各種災害復旧措置は「第４編 災害復旧・復興編」に準じて行

うものとし、大雪の場合は特に罹災証明の発行や農作物の被害対

応等を速やかに実施するものとする。 

 

 

県計画の反映 
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【第４編 災害復旧・復興編】 

ページ 

(改訂案）
改訂案 現行 備考 

 

復- 

12～14 

 

 

第３章 民生安定化措置 

第６ 被災者生活再建支援制度【危機管理課】 

６ 埼玉県・市町村被災者安心支援制度 

埼玉県・

市町村生

活再建支

援金 

（被災者

生活再建

支援法の

補完） 

支援法が適用されない全壊世帯等に対して、法と同様の

支援金を支給する。 

(1) 支援の対象となる被災世帯 

住宅が全壊（全焼・全流失等）した世帯その他これ

に準ずる程度の被害を受けたと認められる世帯とし

て、埼玉県・市町村生活再建支援金及び埼玉県・市町

村半壊特別給付金に関する要綱第２条第１項(2)ア～

エで定めるもの 

① 住宅が全壊した世帯 

② 住宅が半壊し、又は敷地に被害が生じ、倒壊防止等

やむを得ない事由により住宅を解体した世帯 

③ 災害が継続し、長期にわたり居住不能な状態が継

続することが見込まれる世帯 

④ 大規模半壊の被害を受けたと認められる世帯 

⑤ 中規模半壊の被害を受けたと認められる世帯 

※ 被災者生活再建支援法の規定と同様の内容 

 (2) 支援金の額 

支給額は、以下の２つの支援金の合計額となる。 

（※世帯人数が１人の場合は、各該当欄の金額の

3/4の額） 

① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支

援金） 

② 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支

援金） 

住宅の被害程度 支給額 

全壊、解体、長期避難 100万円 

大規模半壊 50万円 

 

第３章 民生安定化措置 

第６ 被災者生活再建支援制度【危機管理課】 

６ 埼玉県・市町村被災者安心支援制度 

埼玉県・

市町村生

活再建支

援金 

（被災者

生活再建

支援法の

補完） 

支援法が適用されない全壊世帯等に対して、法と同様の

支援金を支給する。 

(1) 支援の対象となる被災世帯 

自然災害で住宅が全壊又は大規模半壊した世帯（や

むを得ず解体した半壊世帯を含む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 支援金の額 

最高 300万円（住宅の被害程度、再建方法に応じて

支援金を支給） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県計画の反映等 
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※ 一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・

購入（又は補修）する場合は、合計 200（又は 100）万

円 

※ 被災者生活再建支援法の規定と同様の内容 

 (3) 市の役割 

ア 住宅の被害認定 

イ 罹災証明書等必要書類の発行 

ウ 被災世帯の支給申請等にかかる窓口業務 

エ 支給申請書等の必要書類のとりまとめ、第１次審

査及び県への書類送付 

住宅の被害

程度 

建設・購

入 

補修 賃借（公営

住宅以外） 

全壊、解体、

長期避難、

大規模半壊 

200万円 100万円 50万円 

中規模半壊 100万円 50万円 25万円 

  

埼玉県・

市町村半

壊特別給

付金 

災害救助法が適用とならなかった地域の半壊世帯に対

し、給付金を支給し、被災世帯の生活再建を支援する。 

(1) 支援の対象となる被災世帯 

埼玉県・市町村生活再建支援金及び埼玉県・市町村

半壊特別給付金に関する要綱第２条第１項(2)オで定

める住家が半壊した世帯 

(2) 給付金の額 

補修 50万円、賃借（公営住宅以外）25万円 

（※世帯人数が１人の場合は、補修 37 万５千円、

賃借 18万７千５百円） 

(3) 市の役割 

ア 住宅の被害認定 

イ 罹災証明書等必要書類の発行 

ウ 被災世帯の支給申請等にかかる窓口業務 

エ 支給申請書等の必要書類のとりまとめ、第１次審査

及び県への書類送付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 市の役割 

ア 住宅の被害認定 

イ 罹災証明書等必要書類の発行 

ウ 被災世帯の支給申請等にかかる窓口業務 

エ 支給申請書等の必要書類のとりまとめ、第１次審

査及び県への書類送付 

  

 

埼玉県・

市 町 村

半 壊 特

別 給 付

金 

災害救助法が適用とならなかった地域の半壊世帯に対

し、給付金を支給し、被災世帯の生活再建を支援する。 

(1) 支援の対象となる被災世帯 

埼玉県・市町村生活再建支援金及び埼玉県・市町村

半壊特別給付金に関する要綱第２条第１項(2)オで定

める住家が半壊した世帯 

(2) 給付金の額 

50万円（世帯人数が１人の場合は、37万５千円） 

 

 

(3) 市の役割 

ア 住宅の被害認定 

イ 罹災証明書等必要書類の発行 

ウ 被災世帯の支給申請等にかかる窓口業務 

エ 支給申請書等の必要書類のとりまとめ、第１次審査

及び県への書類送付 
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埼玉県・

市町村家

賃給付金 

（災害救

助法の補

完） 

特別な理由がある住宅全壊世帯が、民間賃貸住宅にも入

居できるよう家賃給付金を支給する。 

(1) 支援の対象となる被災世帯 

下記の特別な理由により、県又は市町村が提供し、

又は斡旋する公営住宅等に入居せず、自己の費用をも

って賃借した民間賃貸住宅（仮住宅）に入居した全壊

世帯（埼玉県・市町村家賃給付金に関する要綱第３条

に規定する世帯）。 

① 全壊世帯に身体障害者がおり、近隣の公営住宅等

にバリアフリー住宅がないこと。 

② 全壊世帯に児童又は生徒がおり、公営住宅等に入

居すると通学区域が変更になること。 

③ 公営住宅等に入居すると１週間に１日以上通院し

ているかかりつけ医療機関から離れ、自動車等の通

院手段がなく通院が困難になること。 

④ 公営住宅等に入居すると全壊した住宅の所在地か

ら離れて遠くなり、親族の介護、介助が困難になる

こと。 

⑤ 公営住宅等に入居すると、入居の規定により、当該

自然災害発生前から飼育しているペットの飼育が

困難になること。 

⑥ その他、前各号に準ずるやむを得ないと認められ

る理由 

(2) 給付金の額 

給付金の額は、仮住宅の賃借料相当額（敷金、礼金、

権利金、共益費、管理費等を除く。）とし、月額６万円

を上限とする。ただし、支給対象世帯の世帯員が５人

以上である場合には、給付金の額は月額９万円を上限

とする。 

支給期間は、仮住宅に連続して入居する期間とし、

最長 12月とする。 

(3) 市の役割 

ア 住宅の被害認定 

イ 罹災証明書等必要書類の発行 

ウ 被災世帯の支給申請等にかかる窓口業務 

エ 支給申請書等の必要書類のとりまとめ、第１次 

埼玉県・

市 町 村

家 賃 給

付金 

（ 災 害

救 助 法

の補完） 

特別な理由がある住宅全壊世帯が、民間賃貸住宅にも入

居できるよう家賃給付金を支給する。 

(1) 支援の対象となる被災世帯 

自然災害で住宅が全壊した世帯で、「特別な理由」※

により民間賃貸住宅に入居した世帯 

※通院が遠くなり困難、子供の転校を迫られるなど 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 給付金の額 

１世帯当たり月６万円（５人以上の世帯は月９万円）

を限度に最長 12ヶ月の金額 

 

 

 

 

 

(3) 市の役割 

ア 住宅の被害認定 

イ 罹災証明書等必要書類の発行 

ウ 被災世帯の支給申請等にかかる窓口業務 

エ 支給申請書等の必要書類のとりまとめ、第１次 
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審査及び県への書類送付 

【埼玉県「埼玉県地域防災計画」（令和４年３月）による】 

 

審査及び県への書類送付 

【埼玉県「埼玉県地域防災計画」（令和３年３月）による】 

 

復-15 

 

 

第７ 被災者への融資等【環境経済部・福祉部】 

２ 災害弔慰金・災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付 

(1) 災害弔慰金の支給 

（略） 

【埼玉県「埼玉県地域防災計画」（令和４年３月）による】 

(2) 災害障害見舞金の支給 

（略） 

【埼玉県「埼玉県地域防災計画」（令和４年３月）による】 

 

 

第７ 被災者への融資等【環境経済部・福祉部】 

２ 災害弔慰金・災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付 

(1) 災害弔慰金の支給 

（略） 

【埼玉県「埼玉県地域防災計画」（令和３年３月）による】 

(2) 災害障害見舞金の支給 

（略） 

【埼玉県「埼玉県地域防災計画」（令和３年３月）による】 

 

 

作成年の修正 

 

復-16 

 

(3) 災害援護資金の貸付 

対象災害 （略） 

貸付対象者 （略） 

貸付対象となる被害 （略） 

貸付金額 （略） 

貸付期間 ① 世帯主の 1ヶ月以上の負傷 

限度額       150万円  

② 家財の 1/3以上の損害 

  〃         150万円  

③ 住居の半壊 

  〃   170（250）万円 

④ 住居の全壊 

  〃   250（350）万円 

⑤ 住居の全体が滅失若しくは流失 

  〃         350万円  

⑥ ①と②が重複 

  〃         250万円  

⑦ ①と③が重複 

  〃   270（350）万円 

⑧ ①と④が重複 

  〃         350万円  

 ※（  ）は、特別の事情がある場合の額 

 

(3) 災害援護資金の貸付 

対象災害 （略） 

貸付対象者 （略） 

貸付対象となる被害 （略） 

貸付金額 （略） 

償還期間 ① 世帯主の 1ヶ月以上の負傷 

限度額       150万円  

② 家財の 1/3以上の損害 

  〃         150万円  

③ 住居の半壊 

  〃   170（250）万円  

④ 住居の全壊 

  〃   250（350）万円  

⑤ 住居の全体が滅失若しくは流失 

  〃         350万円  

⑥ ①と②が重複 

  〃         250万円  

⑦ ①と③が重複 

  〃   270（350）万円  

⑧ ①と④が重複 

  〃         350万円  

 ※（  ）は、特別の事情がある場合の額 

 

誤記修正 

 

県計画の反映 



- 44 - 

 

償還期間 10年間とし、据置期間は、そのうち３年間 

利率 （略） 

費用負担 （略） 

【埼玉県「埼玉県地域防災計画」（令和４年３月）による】 

 

利率 （略） 

費用負担 （略） 

 

【埼玉県「埼玉県地域防災計画」（令和３年３月）による】 

 















































































































































































入間市地域防災計画（改訂素案）に対する意見書 

  

防災会議委員名                  

 

ページ・項目名 ご意見 

  

※ご意見は、令和５年１月１９日（木）までにご提出ください。 

（郵送・ＦＡＸ・Eメールでご提出をお願いします。） 

※ご意見が無い場合は、意見書の提出は不要です。 

※意見書の電子データをご希望の方は、下記担当までご連絡ください。 

〔問い合わせ・提出先〕 

入間市役所危機管理課（担当：計画・消防担当） 

〒358-8511入間市豊岡１－１６－１ 

TEL.04-2964-1111(内線３３６４・３３６５) 

E-Mail：ir４１１０００@city.iruma.lg.jp   FAX.04-296４-７８１８ 

 


